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 庶務 それでは、１時半になりましたので、ただいまから揖保川流域委員会の分科

会を開催させていただきたいと思います。本日の分科会は少し趣を変えまして、やや、今

までとは異なる形で開催させていただきます。 

 まずはお手元の資料の確認を先にさせていただこうと思いますが、議事次第、出席委員

名簿と座席表がございます。それから資料が３種類、資料１、２、３とございまして、資

料１というのが開いてＡ３になる「雨の流下メカニズムと治水に関わるキーワード」と題

しましたものです。資料２につきましては、この分科会の開催に先だちまして委員の皆様

から治水に関するご質問等をいただきましたので、それを整理したものでございます。そ

れから、「用語解説」が資料３でございます。これは、「意味のわかりにくい専門用語」

というようなご質問がありましたので、それに対応する形で作成いたしました。ベースと

なりましたのは、以前の「提言」のときに作成いたしました用語集の抜粋に、少し追加を

しております。また、参考資料としまして、「一級河川の河川整備計画策定状況」をつけ

ております。 

 それから、委員の皆様のお手元だけなのですが、本日の議論の参考としまして手元にあ

ったほうがよいという委員からのリクエストがございましたので、「河川砂防技術基準」

という、いわゆる河川計画を立てるうえでの基準が書かれた冊子のうちの、河川計画の部

分のコピーをお配りしております。それから、「揖保川氾濫想定区域図」という緑色のも

のがございます。これにつきましても委員の皆様のみお配りしてありますが、後ろのほう

にも置いてございますので、もし傍聴の方でご覧になりたい方がございましたら、後ろの

ほうで取っていただけるようにしております。 

 本日の予定ですが、途中休憩を１回程度挟みまして、予定終了時刻を 17 時としておりま

す。本日の趣旨といたしましては、これまでの委員会審議の中で、特に河川整備計画の治

水の基本的な考え方に対していろいろと質疑応答がございましたが、その中でまだ十分に

皆様が疑問を解消されていない部分を徹底的にやるということで開催をしておりますの

で、いわゆる通常の審議につきましては、また次回以降に正式な委員会で行う予定です。 

 それでは、委員長、初めにごあいさつをお願いいたします。 

 藤田委員長 それでは、流域委員会の分科会を開催いたしたいと思います。 

 前回は私、所要で欠席をいたしましたので、多分そのときにこの分科会の経緯について

も議論をされたと聞いております。本日の分科会は拡大という形で行っておりますが、基

本的には、先ほど庶務のほうからも話がありましたように、揖保川の治水の考え方につき
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まして、河川管理者のほうからもいろいろと資料を提出していただきまして説明を受けま

した。もちろん、それに対して各委員の方々からもいろいろな質問なりご意見をお伺いし

たわけですが、それが必ずしもすべて我々委員の中で消化したというわけでもございませ

ん。また、一部の委員の方々からは、非常に専門用語が多いので理解に時間がかかるとい

うこともございます。当然ながら、この流域委員会というのは、河川の専門家ばかりが集

まって揖保川をどうしようという形で議論を始めたわけでもなく、いろいろなメンバーの

方々が集まることによってよりよい揖保川をつくっていこうということで集まったわけで

すので、河川の、特に治水等に関する専門外の方が入っているのは当然のことでございま

す。 

 そういうこともありまして、本日は、一つは、あらかじめ委員の方々から用語等あるい

は考え方に対するきたんのないご質問をお受けしたということで、これはあらかじめ調査

をいたしております。それから、それだけにこだわらずに、例えば本日の分科会で派生す

るご質問、あるいはご意見等もお伺いしながら、まず一つは、我々自身の理解を高めてい

こうということでございます。当然、それらを通じて、次の段階として、流域の方々から

の意見をどのように聴取していくか、あるいは集めていくかということについての手だて

を考えていくということになろうかと思います。 

 特に本日の進め方ですが、従来とは異なりまして、庶務のほうがいろいろと質問に対す

るお答え等の準備というか、進行役を庶務にお任せするような形で、いわば私も一委員と

していろいろな質問を投げかけていきたいと考えておりますので、そのような進め方でや

っていきます。したがいまして、あまり肩ひじ張らずに今までのいろいろな疑問点等につ

きましてこの分科会で投げかけていただいて、我々がより深く理解をしていく。それによ

ってよりよい揖保川の治水の考え方をまとめていきたいと考えておりますので、どうかよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、庶務からお願いいたします。 

 庶務 只今委員長からお話がございましたように、本日の分科会は、これまで３回

の委員会にわたりまして河川管理者より治水部分の基本的な考え方についてご説明いただ

きまして、それについての質疑応答が各回にございましたが、その時間が必ずしも十分で

はなかったということがございます。それから本来、河川計画というものは難しい内容で

ございますので、ここにいらっしゃる委員の皆様がそれについて十分な知識をお持ちでな

いというところもございます。そこで委員長とご相談いたしまして、一度ざっくばらんに
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どんなことでも疑問に思われていることを聞いていただき、それを解消していただく機会

を設ける。ついては、従来のように委員会として河川管理者にお聞きするというのではな

く、委員どうしの中で解消してはどうか、ということになり、委員長とご相談した結果、

事前に河川計画についてご専門であります道奥委員と田中丸委員にご相談をいたしまし

て、本日このような趣を変えたレイアウト、開催のしかたをしようということになりまし

た。いつもは一つの机にお二方お座りいただく形なのですが、今日はできるだけ近い距離

で何でも話し合える場にしようということですので、少し窮屈でございますが、そこはご

容赦願いたいと思います。 

 さて本日の進め方でございますが、実は、庶務としてもあまりかっちりとした進行をす

るつもりをしておりません。できるだけ各委員の皆様から何でも聞いていただいて、それ

に対してお答えいただくという形ですので、庶務はあくまで進行の補助をさせていただく

という形になると思います。場合によっては、事前に頂いている質問について少し水を向

けさせていただくというような場合もございますが、基本的には委員の皆様からご質問し

ていただいて、それに対して主に道奥委員と田中丸委員にお答えいただくという形式にな

ろうかと思います。 

 

 それでは、まず皮切りといたしまして、資料１「雨の流下メカニズムと治水に関わるキ

ーワード」につきまして簡単にご説明いたします。これは、本日のテーマである治水のい

ちばん基本となる部分について、その全体像というものを眺めた上で、いろいろご質問を

考えていただくために作成しております。 

 まず、流域の中に雨が降り、それが川に流れていくというメカニズムを左の図に書いて

ございます。流れとしては、降雨があり、流出がありまして、それが支川に流れ込みます。、

それが本川に合流いたしまして、本川を流れて海に流れていく、こういうものが水の流れ

でございます。 

 ここに「治水上の留意事項」とありますのは、雨ですと、例えば総雨量（どれぐらい多

く降ったか）、地域的な分布（どこに降ったか）。それから時間的な分布、これには集中

的に数時間で降る雨とか、何日も続く長い雨というのがございます。こういういろいろな

雨の降り方があるということでございます。 

 それから、流出のところでは土地利用が非常に大きな要因となっておりまして、当然森

林に降った雨が出てくるのに時間がかかるのに対しまして、都市化されたところではすぐ
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に流れてしまうといったことがございます。 

 雨が川に流れましたあとは、川の流下能力が要因といいますか、河川の断面が大きけれ

ば速く流れる、断面が小さければ川から溢れるといったことになります。 

 それから、「想定される被害事象」という項目が中央の列にございます。これは上流の

流出の段階では土砂崩れのようなものがございますが、もっぱら川に流れ込んだあとは溢

れて氾濫を起こすといったものがございます。ここでは、堤防に浸透していくもの、堤防

を侵食するもの、堤防の上を越えた越水、最終的には破堤といった形になるかと思います

が、このような形で氾濫していくことになります。それから、下流のほうにまいりますと、

本川からの越水、あるいは破堤といったものではなくて、逆に、雨水が本川に流れ込まな

いために起こる内水のようなものがございますが、排水ポンプ能力の不足とか、樋門が閉

鎖されて本川のほうが水位が高くて水がはけないといった要因がございます。 

 図の右のほうでございますが、「治水上の対応策」、氾濫をさせないための対策としま

して、上流での流域対応ということでは、治山も広い意味では治水の中に含まれる概念か

と思います。それから流域内での貯留、これにはダムによる貯留もございますし、遊水地

による貯留もございます。それから、下流のほうになりますと、中下流につきましては水

門や樋門、樋管などを設置して逆流を防止するといったもの、排水ポンプで排水するとい

ったものがございます。 

 ここで図の中に一つ抜けております概念として「氾濫をした場合の対策」といったもの

が本来あるかと思うのですが、これまで基本的に河川管理者のほうで対策を立てられるこ

とというのは、氾濫させないための計画がメインでございますので、これまでの委員会の

中でもほとんど氾濫させないための対策についてお話があったかと思いますが、実は、で

は氾濫してしまった場合にどうするかといったものもテーマとしてはあるのかなと思いま

す。 

 このように全般的な、雨が降ってから海に流れていくまでの間にどういう事象があるか、

あるいはどんな対策があるかを一覧形式にしたものを、本日のご質問をいろいろ思い浮か

べていただくためのたたき台として作成いたしました。 

 資料１はこれで説明を終わらせていただきます。なお、資料２として分科会の開催に先

立ち各委員から事前に出していただいたご質問を整理しておりますが、この順番に限らず

進めていきたいと思います。 

 資料２の１番目の「専門用語」につきましては、資料３の用語集にすべて整理しており
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まして、文章にするとこのようなご説明になるかなというものが書いてあります。ご質問

になられた委員の方で、これを見ていただいてまだよく分からないという言葉がございま

したら、今日は前のスクリーンに、道奥先生と田中丸先生に手書きでご説明していただけ

るような資料も用意しておりますので、それらを駆使していただいてご説明していただき

たいと思います。 

 ひとまず道奥先生にお預けさせていただいてよろしいでしょうか。 

 道奥委員 いつもの会議は議事次第があって、時間の制約がありまして、その

とおりにいきますと、例えば本筋から外れた質疑等をしにくいなという雰囲気もあるかと

思います。とにかく、ここに一応書いていただいていますけれども、どこからでも結構だ

と思いますし、大いに外れた意見交換もあってもよいのではないかと思います。それから、

一応私どもがここの前に二人座らされて説明せよというような話になっていますが、今日

の趣旨は委員どうしが相互に意見交換をすることで、生の声で話し合いますと、例えば質

疑応答している間にほかの人の理解も進むという意味もかなりあると思いますので、そう

いうこともねらいでございます。 

 最初に申し上げたいのですが、わたしも田中丸先生も、例えば一般的な話について受け

答えがある程度できるかと思いますが、揖保川についても、たくさんの資料がありますの

ですべて頭の中に入っているわけではございません。答えられる範囲でお答えできるとこ

ろはしたいと思いますが、必ずしも河川管理者さんのように的確といいましょうか厳密に

お答えすることはできないと思います。また、今日はそういう趣旨でやり取りするのが目

的ではございませんので、多分我々のやり取りを聞きながら河川管理者さんは「そこは違

うのに」「ちょっと違うよ」というような歯がゆい思いをされることが多々あるかと思い

ますが、それは一切気にしないでやり取りをしてはどうでしょうか。あとで、間違ってい

るところとか、どうしてもこのまま議論が進むと間違った方向にいきそうであれば、もち

ろん河川管理者さんに適宜発言いただいたらよいと思いますが、基本的にはこの間のやり

取りで、ああでもないこうでもないということをやってはいかがかなと思います。 

 田中丸先生のご専門は、まさに流域全体といいましょうか、川全体を眺められて、例え

ば雨が降ったらどういう川の水量になるのかというようなことを専門的にやられている先

生です。私はむしろ川の流れの方で、目の前にある川の流れが物質をどう運ぶのかとか、

どこに水がどう当たるのかという流れの力学のほうを主にやっております。それから、藤

田先生は水質のほうがご専門ですので、ご専門の範囲からコメントできるのかなと思いま
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す。そういった趣旨でございますので、どこからでも結構だと思いますが、ご発言いただ

いたらと思います。 

 藤田委員長 資料３の用語解説は、庶務のほうから「意味がわかりにくい専

門用語等」ということで「流出解析」とか「確率降雨」うんぬんというのが資料２のほう

に書いておりますが、それらのほとんどを集めて、あらかじめまとめた資料ということで

ここに出ていると思うのですが、この分科会の中で、「基本高水」とか、「計画高水」が

どうであるとか、「越水」と「溢水」の違いはどうなのかとか、このあたりの用語は我々

の基本のベースとしてはオーケーであるということであれば次のところに行く必要がある

と思います。しかし、これでも説明が理解しにくいというところは共通的には認識してお

かないといけないのではないかという気がするのですが、いかがですか。大体この書いて

いる分でお分かりいただけるかどうか、そこのところがあると思うのですが、それは庶務

はまとめた段階としていかがですか。 

 庶務 先ほどの資料１をご説明させていただきました流れとしまして、「意味がわ

かりにくい専門用語等」のいちばん上に書いてございます「流出解析」「降雨確率」「計

画降雨」という４文字の言葉が、どちらかというといちばん難解な部分かなと思います。

これらにつきましては、実は用語集の中に載っておりません。そこから皮切りに道奥、田

中丸両委員にご説明いただいてはどうかということを、庶務として企らんでおりまして、

今両委員のお手元にございます、つたない漫画を使いましてご説明いただければと思いま

す。また、これまでの委員会の中で使われましたパワーポイントの抜粋と一部加工したも

のを用意しておりまして、道奥委員と田中丸委員のお手元にはその一覧表をお配りしてお

りますので、「何番の図を出してください」と言われればすぐにスクリーンにお示しする

という形にしております。この降雨の「流出」とか「確率」とかというあたりから、易し

くご説明していただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 田中丸委員 資料２のほうに幾つか用語が挙がっていますので、皮切りです

からそれをお話しさせていただきます。実際は河川管理者さんのほうからすでに説明があ

ったのかもしれないのですが、分かっている方もおられるかもしれませんが、改めてもう

一度、厳密さを問わずに雰囲気を分かっていただくという意味でわたしなりに説明をしま

す。 

 まず、「流出解析」という言葉ですが、今スクリーンのほうにこういう絵が挙がってい

ますが、これが川ですね。そして、海に流れていく。山があったり、田んぼがあったり、
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家があったりで、土地利用は場所によってさまざまです。あとで河川の堤防の高さとか幅

を決める際に、どれだけ水が流れてくるかというのが大事になりますので、流出解析の意

味を狭い意味で言うならば、ある地点に流れてくる水の量を、通常は降雨の量から計算す

ることを指します。 

 例えば、流域内のある地点を考えまして、×印の地点でどれぐらいの川の水の量が流れ

てくるかを知りたいとします。そのときに、最初に考えるのが流域というものです。今、

適当に線を引いていますが、例えばこういう黒い線で囲まれるような流域というのがある

とすると、こう雨が降ってくるわけですが、その流域の中に降った雨、この線の内側に降

った雨は、どんな経路で流れてくるにせよ、いずれはこの×印のところに流れてくるであ

ろうという範囲のことです。そうすると、この線の外側に降った雨はどうなるかというと、

この×印には入らずに、隣の川、ほかのところへ流れていくということです。 

 そこで、×印のところでどれだけ水が出てくるかというのを知りたかったら、まずこの

黒い線で囲まれる範囲がどこかというのを、これは等高線の書いてある地形図から分かり

ますが、それを特定して、その中にどれだけ雨が降ったかというのを最初に調べます。降

った雨は山を流れて、平地を流れて、川に流れ込んでいくわけですが、当然遠くに降った

雨はここまでたどり着くのに時間がかかるし、このあたりに降った雨は×印のところまで

すぐ流れてくるしということで、同じ流域の中でもどこに降ったかによって流れてくる時

間には差があります。そのために、実際に降った雨の強さとここで出てくる川の水の量と

いうのは少し時間的変動のパターンの形が変わります。通常、川の水のいちばん量が大き

くなるところをピークといいますが、ピークが生じる時間というのは、雨がいちばん降り

方が強かった時間よりも遅れます。間違いなく遅れます。遅れる理由は、山を流れたり、

平地を流れたりするのに時間がかかるからです。その遅れ方、どのように遅れるかという

のを計算上考慮しながら、降った雨から出てくる川の水の量を調べようというのが「流出

解析」です。 

 例えば、横方向に時間が進むとして、グラフを書いていますが、このグラフで上にいく

ほど川の水の量が多いとしたら、今ピークと言っているのがここのところですが、いちば

んたくさん川に水が流れたときの値がとにかく分かればよいということで、治水の場合は

これをできるだけ正確に求めようと考える場合が多いでしょう。そうしますと、このピー

クの川の水の量が流せるような川幅なり、堤防の高さなりを考えればよいということにな

ります。それで、次の話にもかかわりますが、ではどれぐらいの大きさの雨が降ったとき
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にこのピークの量が大きくなるのか、小さくなるのかというのを議論するときに、降雨の

大きさの規模を考えていくということになります。 

 そこで、二つ目の用語の「確率降雨」とか三つ目の「計画降雨」というような用語が出

てくるわけです。まず、「確率降雨」について説明しますが、大きい雨が降ったり小さい

雨が降ったりというのは一種の確率的な現象で、例えばめちゃくちゃ大きな雨というのは

めったに起きません。日本の降雨の強さの記録を見ますと、昭和 57 年の長崎豪雨で１時間

に 187mm ぐらいの雨が降ったという記録があります。でも、そんな雨はまずめったに降ら

ないので、時々しか起こらないわけです。非常にまれな現象です。しかし、１時間に２～

３mm の雨ということであれば、ちょくちょく降るわけです。例えばこのあたりですと、１

時間に 100mm も降るような雨というのはよほどのことがない限りないでしょうが、１時間

に 50mm 程度の雨が降る場合は、10 年に１回とか 20 年に１回とかいうような頻度で起こる

可能性があるわけです。そのように、雨の量とその現象が起きる確率、どれぐらいの頻度

で起きるのかを関係づけたものが確率降雨と呼ばれるものです。通常、表現のしかたとし

ては、「10 年に１回降る大雨」とか「100 年に１回降る大雨」とかいうような確率の表現

のしかたをします。どういうプロセスでそれが出てくるかというのは、説明することはで

きますが、ここではあえて省略をします。 

 三つ目の「計画降雨」というのは、先ほどピークを求める際に、流出解析という方法を

使って、雨の量から川の水の量を主にピークに注目して計算するのだというお話をしまし

たが、そのときの前提になる雨の量が計画降雨ということになります。もし計画の規模が

先に決まっているとすると、例えば 50 年に１回の大雨を想定して、そのときにどれぐらい

ここに水が流れてくるのかというのを計算したいとか、あるいはそれに対する洪水対策を

立てたいという話がもしあったとすると、そのときの「50 年に１回の大雨」というのがこ

こで言う計画降雨という意味になります。 

 ですから、この計画降雨は、どれぐらいの大きさの降雨を対象にするかによって規模が

当然変わるわけで、10 年に１回の大雨という場合もあるだろうし、100 年に１回の大雨と

いう場合もあるでしょう。この河川計画の場合だと、今は基本方針というのがあって、そ

れから、今皆さんが議論している整備計画がありまして、まず基本方針では、揖保川のよ

うに一級河川の場合は大体「100 年に１回の大雨」というようなものを計画降雨とします。

その場合、基本方針は、非常に長期間、今後 20～30 年ということではなくてもっと長いス

パンで見たときに、長期的な目標としてそれぐらいの大雨まで対応できるように整備を進
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めていきましょうというものなので、100 年に１回とか、80 年に１回とか、60 年に１回と

か、比較的大きな規模の降雨が計画降雨として想定されます。 

 それに対して、整備計画という場合は、今後 20～30 年間でこの流域の河川堤防なりほか

の整備をしていきましょうということなので、その間で工事がある程度終わるようなもの

を対象に計画を立てますから、先ほどの 100 年に１回とかいうよりはもう少し小さめの降

雨を計画降雨とする場合が多いでしょう。それが 30 年に１回なのか 10 年に１回なのかと

いうのは、こうした流域委員会などの場で議論しながら、また河川管理者の方々からの案

をいただきながら審議していくという流れになろうかと思います。以上です。 

 丸山委員 雨量は分かるのですが、降っている継続時間は無視してもよいので

すか。といいますのは、今降り始めてそして１時間後にも同じ雨が降っているとすると、

今降り始めた雨はすでにだいぶ下流に来ていますね。そういう関係で、継続時間というの

は別に考えなくてもよいのかどうか、そのあたりが少し疑問なのですが。 

 田中丸委員 今の確率降雨と計画降雨の話で、単に何年に１回の大雨という

言い方だけをして、あとの説明は省略していたのですが、雨の強さの場合は、やはりこち

ら方向に時間が進むとして、雨の強度を例えば１時間置きに棒グラフなどでよく書きます。

こうしたグラフが委員会の資料などにも何度か出てきていると思うのですが、これがこち

らに行くと雨の強さが強くなるわけです。例えばここがいちばん大きくなっていますが、

この時間帯に非常に強い雨が降ったということで、このあたりは雨がやんでいる時間帯だ

ということになります。 

 今ご指摘のあったとおり、この雨の強さがどうなっているかは大事です。例えば、この

全部の分量を合わせたときに、例えば同じ 200mm というトータルの雨が降ったとしても、

極端な話、３時間ぐらいで 200mm が集中して降るときと、十数 mm が同じ時間でずっと続い

て合計が 200mm だというとき、継続時間が全然違うわけですが、どちらが川の水の量とし

て多くなるかというと、間違いなく集中して降るときの方が大きくなるわけです。 

 そういうわけで、この委員会の議論でも、よく日雨量とか 24 時間雨量などという話が出

ていますが、大体治水計画で洪水を考えるときには、24 時間とか 48 時間といったような、

いわゆる降り始めて降り終わるまでの一雨のトータルの量を出発点として考えるときが多

いのですが、その中でどこにどれぐらい集中して降っているのかというのも当然考えるこ

とになります。それを考慮して先ほどの確率降雨や計画降雨を決めることになると思いま

す。 
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 この分布のしかたの決め方の一つの方法は、過去に降った大きな雨の降り方のパターン

を参照するという考え方で、ここですと昭和 51 年に大きな雨がありましたので、昭和 51

年の雨の降り方のパターンを参照して、それと同じような降り方で降ったらどうなるだろ

うという議論をするというやり方があります。もう一つは、確率の考え方の話が先ほどち

ょっとありましたが、例えば 50 年に１回という確率を決めたら、トータルの量で見ても 5

0 年に１回の確率で起きるし、その中でいちばん雨の強度の強かった時間帯で見ても 50 年

に１回の確率で起きているというような雨の降り方を考えて、場合によっては人間が計算

でつくって、そのときのピークの量を求めるというような考え方を採用しています。です

から、最初の質問は非常に大事なご指摘で、通常それを考慮して川の水の量を計算すると

いうことになります。 

 田原委員 この流出解析は、個別の河川のいろいろなデータをもとに把握する

ものなのですか。それとも、例えば土地利用で、こういう土地利用だったら一般的に時間

遅れがこのように起こるというような、そういう一般的な解析方法をとるのでしょうか。 

 田中丸委員 雨が降ってから川に流れてくるまで遅れるという話を先ほどし

ましたが、例えばこういう土地利用だったら、その遅れ方が事前に完全に分かるかという

と、完全には分かりません。なぜかというと、流域ごとに非常に特徴があって、人間に同

じ顔がないのと同じで流域にも同じものはありませんので、一般的には、土地利用が水田

だから、あるいは森林だからこのような遅れ方をするはずだというのを初めから決め打ち

でやることはまずありません。過去の雨の量とそのときの川の量の関係が分かっていれば、

それをうまく再現してくれるようにその川の水の遅れ方、パラメータとかモデル定数とか

いう言い方をしていますが、それを過去の現象をうまく再現してくれるように決めてから

次の話をします。 

 例えば、その流出解析の方法で揖保川の雨と河川流量の関係がうまく説明できることが

いったん分かったら、今度はそれに例えば 100 年に１回の大雨を降らせてみたらどれぐら

いの川の水の量が出てくるかというのが計算できますね。そのやり方だと、実際に 100 年

に１回の大雨が降らなくても一応計算上答えは出すことができます。しかし、そのときに

事前に確認するということがされていないと、その確からしさがかなり落ちます。 

 ですから、通常の流出解析では、先生のご質問の答えとしては、あらかじめ過去のデー

タからモデル定数を決めてからやるというのが普通です。どうしてもデータがなければや

むなく過去に観測されたほかの流域の例とかを参照して、この土地利用だからこれぐらい
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ということでやる場合もあります。それはやむをえない場合ですね。 

 田原委員 なるほど。では、厳密に言えば、やはり河川ごとに、ある種そこの

パラメータといいますか、そういう係数みたいなものを･･･。 

 田中丸委員 変えています。 

 田原委員 ということになるわけですね。その場合、例えば土地利用が全く変

わってしまう、長期間には、よくデータが古い場合というのがあるのですが、そういう場

合はできるだけ土地利用の変化がないような、幾つか、できるだけ複数のデータがあれば、

それだけきちんとした流域の特性みたいなものが分かるというふうに考えればよいわけで

すね。 

 田中丸委員 あらかじめ決めますけれども、あらかじめ決めたときと、何年

に１回の大雨を想定して将来のようすを考えるときでは、全く土地利用が変わるような場

合、例えば、もともと田んぼだったところが大規模な宅地開発をされることが分かってい

るというような場合は、それを考慮しなければなりません。水の出方が違いますので。で

すから、通常それは計算に加味しますね。 

 それと、過去のデータでも、例えば 30 年前はこういう土地利用でした、10 年前はこう

いう土地利用でした、今は 10 年前とほぼ変わりませんといったら、最初にモデルをつくる

ときにモデルの再現性を確認するという作業は、今の土地利用と同じときのデータを使う

べきですね。昔とは違いますから。 

 栃本委員 頂いた資料にいつも降雨しか書いていないのですが、今日先生に電

車の中でお話しした融雪洪水ですね。僕もそういうときには川の調査に行かなかったので

今年初めてのぞきに行ってきて、暮れに 70cm の積雪があって、14 日は雨量としてはしょ

ぼしょぼ降るぐらいでしたが、川の水量はものすごい量になっていました。そういうもの

はどうなるのですか。積雪量というのは、そのときそのときで違いますよね。 

 田中丸委員 最初のキーワードの「流出解析」において、雪が現象として非

常に卓越しているというか、無視できないようなところでは、流出解析の中に雪解けの計

算を入れます。雪解けの計算は、そのときの気温とか雨の量とかから計算するのが普通で

す。もっと厳密にするときには日射量とかもデータに入れるときはありますが、大体気温

等が分かっていれば、その日にどれぐらい雪が解けるかというのは計算できます。そこだ

け取ると、「融雪解析」という言い方をするのですが、その雪解け水が斜面をどのような

遅れ方で流れていくかというのを計算すれば、結局融雪による出水が今注目している地点
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にどれぐらいの量で流れるかが計算できますが、西日本の太平洋側ではあまり融雪出水に

関して考慮しないことが多いです。 

 中農委員 再確認したいのですが、揖保川の場合は、そういったものがすでに

でき上がっているのですか。 

 田中丸委員 これはあとで河川管理者さんに聞いたほうがよいのかもしれま

せんが、今までお聞きしている話ですと、当然確認をしたうえでモデルをつくっておられ

ます。こういう土地利用だから多分こんなのだろうという話ではないですね。過去のデー

タを再現するようなモデルを一回おつくりになって、そのうえで議論をされておられると

思います。 

 中農委員 その降雨記録というのは、日本では何年ぐらい残っているのですか。 

 田中丸委員 大体 100 年ぐらいと考えてよいと思います。ただ、山岳部のデ

ータが非常に少なくなりますので、主だった都市にある気象庁の気象台とか測候所のデー

タで見ますと、大体 100 年ぐらいだったらデータは取ることができます。今、報道機関に

配信されている、いわゆるアメダスとかになりますと、過去 30 年ぐらいということになろ

うかと思います。 

 道奥委員 脱線しますが、今田中丸先生のお話にあったように、土地利用ごと

にどれぐらいの雨が川の水になるのかという、いろいろな定数やパラメータがあるのです

が、そういうのはかなりラフに設定されていて、そのつど流域ごとに微妙に調整しなけれ

ば実際現象に合わないぐらいなかなか決めにくいものです。ですから、例えばよく議論さ

れている、森林が手入れが行き届くとどれぐらい水をホールドするのかということが、今

のラフな推定の範囲ぐらいですと、なかなか数字のうえで乗ってこないのです。 

 今、管理者さんのほうで森林の部分はどのように考えられて流出解析をされているかと

いうと、いわゆる森林として解析されていると思います。つまり、森林の流域で別途いろ

いろな研究者がどれぐらい出てくるかというような観測をしていますが、そのようなもの

をまず目安に設定されて、恐らくそれは最初からぴったりは合わないでしょうから、実際

の過去のデータ、河川の流量に合うような形で微調整をされていると思います。 

 ですから、よくあるように、何か簡単なように思われがちなのですが、森林のそういう

手入れがどの程度水の出方に変わってくるか。誰でも森林が荒れれば水の出が激しいこと

は現象として分かると思うのですが、それを今田中丸先生のご指摘にあったようなパラメ

ータの中に入れるのは難しいのかなと、わたしはその部分は素人ですけれども、感じてい
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ます。 

 藤田委員長 これは一つ確認ですが、多分もっと前の段階の流域委員会で河

川管理者のほうから説明を受けたと思うのですが、揖保川の場合には、先ほどの土地利用

形態が意外と長年にわたってそんなに大きな変化がないという説明を受けたと思うので

す。だから、我々としては、揖保川というのは、実感としては何となく宍粟市ができたり、

たつの市が大きくなったとかと思っているのだけれども、長いスパンで考えればそれほど

は土地利用の形態は変わっていない。だから、どんどん人口が増えているではないかとい

うことであれば流出係数が上がってくるように見えるのですが、実はそれほど大きくは河

川の流量に対しては影響がない。多分それは共通認識として持っておいてよいのではない

かという気がします。何となくあそこの道路がコンクリートで整備された、あそこに家が

建ったなどと思っているのですが、言っているほどには川には影響がないと説明を受けた

と思います。 

 庄委員 森林の形態で、僕らが若いころは、一生懸命ヒノキとかスギとかを植林

したのです。植林したころは、雑草の中にスギ、ヒノキがあるのです。それがどんどん成

長していきますね。そして、30 年、50 年とたちますと、全く土地の形態が変わってしまう

のです。今現在、雨が降っているときにスギ林の中に入ったら怖いです。だーっと泥と一

緒に雨が流れてくる。ところが、30 年前とかは、雑草の中に杉がありますから、そんなこ

とは全然ないのです。そのように、同じスギの林であっても、時がたっていれば全然土地

の流れ方の形態というのは変わってしまうのではないかと思うのですが、そのあたりはど

うなのですか。 

 田中丸委員 それについては、ここ最近の議論としてしばしば取り上げられ

ていて、要するに、ある程度間伐がされて日射が地面まで到達するような森林であれば、

下草等もそれなりに生えていて、全く草木が生えていない土がむき出しの状態にはならず

に済む。それに対して、間伐がほとんどされていない、いわゆる手入れの行き届いていな

い人工林で、しかもスギとかの単一のものがうっそうと茂っているようなところは、土が

むき出しになっていて、今おっしゃったような流れ方をするから、その両者にはかなり出

てくる流量に差があるはずである。だから、森林の手入れが行き届いていないところを間

伐するなり、あるいは、針葉樹の単一林になっているところを広葉樹と針葉樹の混ざった

ような混交林に変えていけば、森林管理だけで川の量のピークをある程度減らせて、治水

計画に反映できるはずだという議論がありますが、専門家からの見解では、それはあくま
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で「はずだ」であって、現時点では実証されていません。明確にどれぐらい下がることに

なるというようなバックグデータ、要するに根拠になるデータが提示されているかという

と、現時点で出ていません。 

 では、そういった森林に関する流れ方について何らかの研究がされてこなかったのかと

いうことになると決してそうではなく、過去、特に外国では、100 年以上も前から森林が

あるところとないところでどれくらい川の水の量が変わるか、洪水のときはどうか、渇水

のときはどうかというような試験を営々とやってきています。日本でも、林野庁の研究所

等が過去何十年間もそれをやってきていますが、森林の影響を評価する試験というのは、

例えばある流域で何十年間森林状態でした、それをあるとき伐採をしてその後どうなるか、

その後何年間か雨が降ってどうなるかというのを見ていきますので、非常に時間がかかり

ます。例えば、植生の年代、幼年期とか壮年期とか老年期といった森林の一生を考えると、

数十年のスパンになりますね。その間どのように流出が変わっていくかというのを見てい

くと、そのとおりの時間がかかるわけです。 

 そういうデータを集めるのは簡単ではありませんが、森林を伐採した状態とそうでない

状態の違いというのは、過去の文献からかなり研究が蓄積されています。ただ、先ほど言

った森林の間伐がちゃんとされているかどうかというのは、伐採したかどうかというのに

比べると、森林に与えるインパクト、影響の度合いというのがかなり小さいのです。雨の

量を測ったり、川の水の量を測ったりするというのは観測ですから、観測誤差がつきもの

です。いろいろな方法で川の水の量を測ることができますが、今の科学をもってしても完

璧に測ることは無理なのです。その誤差のある中で、あるいは先ほどの流出モデル、流出

解析法の手法にも、計算上の誤差とかモデル自体が持っている不完全さといった誤差があ

る中で、そういった細かな森林管理を例えばモデルに反映させるとか、どれぐらい川の水

の量が変わったかを検出できるかというと、ちょっと難しい面があります。 

 今、そうした研究をわたしもやっていますので、これから新たな研究成果が蓄積されて

くる可能性は十分あると思いますが、現時点ではっきりしたことがいえるかというと、そ

こまではいっていないのです。多分河川計画にそれを反映させるほどのレベルには達して

いないし、そういう議論は科学的根拠のない暴論と言う専門家すらいます。もちろんそれ

に対してそんなことは絶対ないという意見もあって、いろいろなところで意見が戦わされ

ている最中です。 

 わたしが個人的に懸念するのは、政治家がこの話に乗っていまして、政治的な議論とい
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うのがごちゃまぜになっているのです。政治的な思惑と森林の影響を科学的に議論しよう

というのが一緒になっているところがあるので、政治的な話は置いておいて、例えば公共

事業を無駄にやるなというような政治的思惑と自然に対してやさしくというような話とが

交わって、話がややおかしくなっている面もなきにしもあらずですけれども、やはり最終

的には、ちゃんと科学的に根拠が分かって、そのうえで、ではそれを反映しよう、いや反

映するのは無理だろうというような結論を出すべきだと思います。 

 栃本委員 感覚的には、庄先生がおっしゃるように、今の植林地帯というのは

雨が降ったら怖い。本当にあちこちガラ場みたいになっていますね。先生のご研究を始め

た感触としてはいかがですか。 

 田中丸委員 同じ森林状態で森林のようすが違うというのは、わたしはこの

種の研究を 20 年ほどやっていますが、それは観測したことはないのです。今、わたし自身

は、研究費の補助を得て緑のダム機能の水文学的評価という研究を始めようとしていると

ころなのですが、間伐が進んでいる流域とそうでない流域の比較をやっている共同研究者

がいますので、そういうデータも見せていただきながら見ようとはしていますが、わたし

自身はそういうデータは持っていません。 

 わたしが持っているのは、森林を伐採して農地造成したときにどれぐらい水の量が増え

るかという部分なのですが、その場合は、洪水に関しては大抵の場合はピーク流量が増え

るということが分かっています。ただ、農地造成では木を完全に切ってしまいますので、

しかもブルドーザーとかが入ってほ場になるように平らにしますから、それだけ水の浸み

込み方も減りますので、そのインパクトと比べるならば、森林に対して間伐を行っている

かどうかのインパクトは、やはり小さめのインパクトだとわたしは見ているのですが、先

ほどおっしゃったように雨の中で杉林の中に入ってみると、わたしの考えも変わるかもし

れません（笑）。それを見たことがあるかというと、わたしは見たことがないのですが。 

 進藤委員 行政でも、国土交通省の委員会でもたびたび議論しているのに、そ

ういうようなものは機能しないというようなことですね。ただ、農林水産省とか林野庁と

かのほうだと、広域的機能ということで、そういうのも治水とかにためになるみたいなこ

とを言っているから、言っていることが違うではないかというので我々としては混乱が生

じるのですが、例えばこの委員会はどうなのか。 

 田原委員 その件に関してですが、（土壌は）あくまで水を溜めるだけですよ

ね。溜める量より降雨の量が圧倒的に多ければ、要するに、溜まった分は時間遅れとして

 15



流出は遅れるのですが、通常今問題になっているような雨の量というのはそれをはるかに

超えています。幾らためても無制限にためられるわけではありませんので、流出そのもの

のピークを遅らせる機能しか基本的にはないわけです。 

 そのあたりを確認したいのですが、実際にホールドするというのは、どう考えても土に

浸み込むといっても無限大に浸み込むわけはないので、非常に小さいような気がするので

す。ところが、小さくてもかなりの量、洪水のときには役に立たないにしても、川の水を

改良するという点ではものすごく意味があるということで恐らく農林などは言っているの

だろうと思うのですが、どうもそのあたりがごっちゃになって誤解されているようです。

僕自身もちょっと分からないところがあるのですが、話を単純化していただいても結構な

のですが、今問題になっている洪水の量に比べて、そもそも森林がホールドする量、一時

的に保水する量というのは、比率としてはどのぐらいと考えればよいのでしょうか。 

 田中丸委員 森林土壌なりにどれぐらい水をいったんでもため込むことがで

きるかという議論ですね。これが多分、同じ樹種で同じ森林状態でも、地質が違うとか土

壌が違うといったような理由から、流域によってかなり差があると思うのです。ですから、

何林で何土壌だったら何 mm ぐらいためられるかということを我々が事前に言えるかとい

うと言えないのです。我々のとっている立場では、あくまで、流域を設定し、そこに降っ

た雨の量がどれぐらいのときに、どれだけ水が出てきたかを測ることで、この流域全体と

してどれぐらい水が蓄えられたかというのを評価するという考え方をとっていますので、

要するに観測して初めて分かる。ある意味、あとで分かるという話であって、観測して初

めて評価できるという立場を大抵はとっています。 

 田原委員 それは非常によく分かるのですが、あえてと言ったのは、オーダー

として相当違いがあるような気がするのです。例えば、先ほどおっしゃったような 50 年に

１回というと、１時間にものすごい量が降りますよね。しかし、幾らためられても、土の

中にそんなに 10mm も 20mm も本当に入るのかどうかというのはかなり疑問に思ったりする

のですが、しかし、場合によっては相当高いということも逆にあるということでしょうか。 

 田中丸委員 土というのは、土の粒子の部分と空気の部分と土の中の湿りけ

の部分（水の部分）という三つの層からなっているのですが、土粒子の部分が密に詰まっ

ていると、なかなか空気や水の入るところがないし、そうでなくてスカスカだったら、結

構たくさんたまるということですね。そういう見方からすると、森林土壌というのは、空

隙というか間隙が非常に多い土壌ということがかねてから言われています。そのあたりか
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らすると、一般論として森林土壌をほかの土地利用の土壌と比べると、水をため込む能力

が高いことは事実です。ただ問題は、ではこういう林のため込める量とこういう林のため

込める量とではどれぐらい違うのか。ここは間伐がちゃんとされている、ここはされてい

ない、だからどれぐらい差があるかということが分かりますかといったら、わたしとして

は現時点では分からないということになろうかと思います。 

 田原委員 結局、どれだけ吸い込むにしても、吸い込んでしまったらそれ以上

降るのは流すしかなくなるわけですね。だから、雨の継続時間が長ければ、最初に幾らた

めても、あとはため込む力はないので流してしまうだけのことになりますね。そのあたり

が何か誤解を生んでいるような感じがするのです。無尽蔵に吸い込むと思っているような

人もいそうですし、だから、そのあたりの感覚が、分からないということだけが非常によ

く分かるのですが（笑）。 

 道奥委員 田中丸先生はまさにご専門なので、非常に厳密に説明されていたと

いいましょうか、事実、研究レベルではまちまちではっきり言えないというのは本当だと

思います。ただ、わたしはかなり門外漢ですから、理解を促進する意味であえて乱暴に言

いますと、50mm とか 100mm とか、それぐらいの水の量はしみ込む場合がありますね。とこ

ろが、河川整備計画で対象にするのは、300mm、500mm です。それぐらいの大きさの関係と

いうと田中丸先生は怒られると思いますが、わたしは門外漢ですからあえて乱暴に言いま

すが、そんな感じではないかと思います。 

 庄委員 全く科学的根拠がないのですが、音水国有林というのがあるのです。音

水国有林に入りますと、ブナ林の樹林帯があるのです。そこの川の相と、阿舎利国有林と

いうのがあるのですが、阿舎利国有林の流域に入りますと、全く杉林なのです。針葉樹林

帯なのです。川の相が全然違います。それしか僕は分からないのです。 

 田中丸委員 川の相というのはどういう意味ですか。 

 庄委員 音水国有林のブナ林の中を流れている川というのは、透き通った、すご

くきれいな川です。それに比べて、針葉樹林帯に流れている渓谷というのは、確かあそこ

にたまりがあって、あそこにはアマゴがいたな、あそこにはタカハヤがいたなというよう

なたまり(渕)が土砂で埋ってしまい、最近、川の様子が変わりつつあります。 

 田中丸委員 土砂が出てきてということですか。 

 庄委員 そういうことしか分かりません。科学的根拠はないですが。 

 道奥委員 先ほどおっしゃった、林床に草が生えていないというようなことと
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関連しているかもしれませんが、日本でも世界でも、いろいろな観測を寄せ集めてみます

と、明らかに全体の流域面積に対して森林の割合が大きい流域ほど土砂の出てくる量は少

ないというようなことがあるみたいです。ただし、樹種別に濁りが多いのか少ないのかと

いうところまではよく分かりません。ただ、林床がそういう草地に覆われていなかったら

土砂の流出というのは当然あると思います。 

 人工樹林というのは、こう言ったら林業の人にものすごいお叱りを受けると思いますが、

ここはあえて話題を進めるため、物議を醸すために言いますと、人工樹林というのは、あ

る意味人間の開発なわけですね。特に戦後、そういう植林の密度が高くなったということ

もあって、それと林業従事者が減ってきたということもあって、人の手の入った森林とい

うか、人間が使うために植林しているわけですから、形は森林だけれども開発が進んだ森

林と、それが何もない自然状態の森林というのは、やはり違うものがあると思います。自

然に大きな負荷をかけているから、やはり土砂も出てくる可能性があるのかなと思います。

わたしは林業も林学も存じ上げませんが、少なくとも森林面積率というのは濁りと関係が

あるという観測事実は幾つかあります。 

 新間委員 その話と全然違うことでもよろしいですか。 

 先ほど降水量のことを言われたのですが、引原ダムが放水するときによくサイレンが鳴

るのですが、先日もたくさん雪が降ったときに、ブーブーとサイレンが鳴っていました。

台風とかたくさん雨が降るときもずっと放水するわけですね。それなら、放水量だけでは

なくて、引原ダムの放水した水の量なども考えていかれるのかということをお聞きしたか

ったのです。ただ単に雨の水だけではなくて、引原ダムから出す水の量もプラスされるわ

けでしょう？ 

 田中丸委員 それは入っています。私が計算しているわけではないのですが、

例えば揖保川の何地点の流量は何年の豪雨のときにどれぐらいとか、あるいは何年に１回

の大雨のときにどの程度の水がどの地点に出てくるかというときには、ダムからどれだけ

水が出ているかという事は計算に反映されていると考えてよいと思います。 

 道奥委員 疑問は、それがプラスされているから、かえって洪水のときに増え

ているのではないかという思いがおありになるのではないですか。 

 新間委員 ええ。だから危ないなと思うのです。 

 道奥委員 洪水の最中にサイレンを鳴らしてまで放流しているから、かえって

洪水を増やしているのではないかということでしょう？ 
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 新間委員 すごく恐怖感があります。 

 道奥委員 それは逆だと思います。洪水がさらにピークが下がるようにダムの

ほうで調節しているので、それは雨が降っている最中であるかもしれませんが、ピークが

過ぎたあとにダムを放流しているので、わざわざ増える方向でダムを放流することは絶対

にないのです。もしあるとすれば、ダムが決壊する寸前ぐらいまで雨が降った場合という

ことはありますが、少なくとも揖保川では、ダムができて以来そういうことは一回もなか

ったと思います。 

 田中丸委員 今おっしゃったのは、これは横軸が時間、縦軸が流量を表した

グラフで、要するに上にいくほど川の水の量が多い、川の水かさも上がっていると考えて

いただいたらよいと思います。 

 ダムがなかったときに、このような流れ方をするとしますね。ではダムの下流でどうな

っているかということで、ダムの操作では、ダムがなかったときの川の水の量よりも増や

すような流し方はしないというのが鉄則です。万一、操作上、出水時に本来ダムがなかっ

たときよりもダムのゲートの開け方次第で増えるような出し方をしたとしたら、それは完

全に違反です。そういうことがない限りは、大抵はダムで一時的にため込むというような

ことでダムがあるために下がる方向にいくか、あるいは、ダムが完全に満杯になっていて

一滴もためられない状態だったら、ダムがあったときとないときが一緒になることはあり

ますが、逆に増えるというようなことはまずないと考えていただいてよいと思います。 

 ただ、完全に洪水が終わったあとは、ダムにまた今度は水をためようということで逆転

する場合がありうるのですが、通常は水量を下げるか、最悪同じと考えていただいてよい

と思います。 

 井下田委員 これまで言われてきていることの一つに、従来、洪水時にあっ

ては森林の保水力は役に立たないという指摘がなされてきているように思うのですが、こ

のあたりを改めて検討してみると、そのものずばりではやはり言えないわけでしょう。も

っと素人的に言えば、山に手を入れれば防災になるし、あるいはまた川は豊かになるとい

うのが、先ほど来田中丸先生の新しい緑のダム絡みのご研究を今後始められるというお話

を伺ったわけですが、やはりこのところ言われている新しい指摘を、当揖保川流域委員会

もやはり一緒になって検討してみる。というのは、この揖保川の上流には山崎高校などが

あって、林業科ですか、あるいは林学科か分かりませんが、森や林の問題を上流に行けば

行くほど検討しなければならないところに今到達してきているように思われてならないの
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ですが、そのあたりはどう考えたらよいのでしょうか。 

 田中丸委員 まず、冒頭で１点だけ、訂正というかコメントさせてください。 

 最初に、今までの議論で森林の保水力は見込めないのだという議論がされてきたとおっ

しゃいましたが、それは違います。森林の持っている保水力というのは、すでに十分考慮

されてきていて、要するに、先ほど流出解析の話をしましたが、その流出解析で、降った

雨がそのまま全部ここに流れてくるのではなくて、その途中を遅れながら流れてくるとい

う話でしたが、その中に、揖保川にそもそも存在している森林の保水効果というのは加味

されています。 

 もともと揖保川に全く森林がなくて、例えばはげ山だとか宅地とか都市化されたところ

しかない状態で、このままだとまずいからもっと植林をして森林を増やしましょうという

議論であれば、確かに最初にご指摘になった点になります。しかし、すでに揖保川にはか

なりの森林面積がありますので、これ以上どうこうということになれば、確かに森林の質

を向上させようということになるかもしれないけれども、同じ森林状態であるところの質

を、どれほど手を入れたら、それが川の水の量の多少に反映されるかというような細かい

点については、まだそこまではっきりしていないのではないでしょうかというわたしの見

解をまず申し述べたのです。今は、そういう細かいところでも、無駄に人工的なダムをつ

くるよりは、環境のことも配慮しながらそうしたことがもしできるのであれば、それをも

う少し促進していこうではないかという機運があって、そうした研究もなされつつありま

すが、ではこれまでの議論で森林のことが無視されてきたのかといえば、決してそういう

ことはありません。 

 日本の大体６割から７割は森林です。その森林の効果というのは、大抵こういう話をす

ると国交省ＶＳ何とかという話になりがちなのですが、では国交省がそういうことを一切

無視して議論してきたかといったら、そうではないのです。森林の質を変えたらこれぐら

い下がりますというような議論を、それを根拠とするデータがないうちから、「はい、そ

のとおりですね。では、そうしましょう」というような議論はできませんということは言

っているかもしれないけれども、それとこれとはまた別の話で、十分それまでも森林の効

果は加味されていると思います。 

 ただ、森林をうまく手入れしたら、例えば 100 あったピーク流量が 50 まで下がるという

ことであれば、それは非常に大事なことかもしれないけれども、100 が 97 に下がったとい

うのは半分になるのとは違います。それが 50 なのか３なのかといったら、多くの専門家は
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50 も下がることはないだろうという見方をしている人のほうが多いと思います。ただ、そ

れが３なのか、６なのか、10 なのかということに関してははっきりしないという意味で、

わたしとしては言っております。 

 もちろんそういう研究がなされていることは事実であって、今後そうしたことがだんだ

んはっきりしてくるだろうし、揖保川流域委員会としてもこうしたことに積極的に取り組

むことはよいことだと思います。ただ、先ほど申し述べた理由から、時間はかかりますね。

２～３年でぱっと結論が出るような話ではありません。 

 

 道奥委員 今、森林を含めて流域の話を皆さんされているのですが、この委員

会は流域委員会ですよね。ですから、委員の多くの質問の中に、流域委員会であるのに流

域の中にある全てのことをなぜ議論しないのかとか、あるいはそういったことが計画に入

らないのか、まちづくり、道路、あるいは今の森林の話とか、そのような疑問が幾つかあ

ったと思います。河川管理者さんのほうから常々ご説明があるのは、もちろん河川という

のは流域から形成されるものであるから、流域ベースで、流域スケールで考えていくのだ

けれども、河川管理者が計画の中で対象にできるのは直轄区間の河道の改修であるという

ようなことについて、いろいろ皆さんしっくりこないものをお感じになっているのではな

いかと、常々皆さんの議論の中で感じるのですが、そのあたりはどうですか。 

 丸山委員 河川管理者さんにもお聞きしますが、内水対策はどちらがするので

すか。揖保川を例に取れば、揖保川はあるところまでは国交省さんの管轄、下流のほうに

馬路川というのがあって、そこに大きなポンプ場がありますが、あれは国交省さんが設置

されていますね。内水対策というのは国交省さんがするものか、地方自治体がするものか、

どちらも決まっていない、分からない、話し合いだということなのか、どちらなのですか。 

 河川管理者 まず。内水対策の一般論からお話をします。揖保川は一級河川

ということで指定されております。一級河川というのは水系ごとに指定されておりまして、

全国で 109 ございます。これは重要な河川ということで揖保川もその中の一つに位置づけ

られております。その中でも国が直接的にやる部分を直轄区間といいまして、揖保川でい

いますと、揖保川本川と引原川が合流する地点から下流、海までの間の本川の部分を中心

にやっております。 

 では、それ以外の、つまり本川の上流部分とか引原川、それから途中の支川部分はどう

なっているかといいますと、一部の支川は国が直接やっております。例えば栗栖川の途中
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部分まで、林田川の途中部分まで、引原川も途中部分までやっておりますが、その部分を

除いたところはおおむね兵庫県に管理をしていただいております。馬路川につきましては、

旧揖保川町内を流れている部分につきましては、兵庫県さんのほうが管理をされているの

ですが、実はどちらがどちらをやるのかというのは難しいところになっております。 

 どういうことかといいますと、揖保川の上流のほうで雨が降りますと、揖保川の本川の

水位が上がります。今、水門をつけていないと、揖保川の支流である馬路川のほうに逆流

して水が流れてしまいます。そうすると、馬路川の流域の人たちは一生懸命水を吐き出し

たにもかかわらず、上のほうで降った雨が戻ってくる。これについては本川を管理してい

る国側が何とか面倒を見ましょう、馬路川の流れているところは県が中心になって見まし

ょうといったときに、ちょうど合流するところはどうしましょうかということになります。

今、馬路川でやっているのは、本川の逆流をしないようにということで国がそこの水門を

取りつけましょうというものです。ただし、水門を下ろしてしまうと、今度は馬路川に雨

が降った部分がはけなくなってしまいます。ですから、水門だけをつくるのではなくて、

その場合はポンプも設置して、馬路川を流れてきた水が揖保川の本川にどんどん流れ込む

ような形にいたします。それで馬路川のほうも大丈夫にするという形で進めております。 

 では、内水対策はどちらがやっているのかということになりますと、本川からの逆流部

分についての堰については国のほうが担当しているといえると思います。馬路川の中だけ

の雨が降ったことについては県のほうがやっているというのが、基本的な考え方でござい

ます。ただ、ほかにもいろいろな支川がございますが、すべて本川からの逆流だけで対処

できない部分もございます。つまりは、自分のところだけの水が溢れてしまっているとこ

ろもありますので、そこは県側が独自でやっていただくというような整理でやっておりま

す。 

 それから、馬路川ほど大きくなくても、各支川を見ていただいたら排水の樋管というも

のがあります。例えば田んぼにたまっている水を、通常のときであれば樋管という管を通

して田んぼのある方から川の中の方に流れるようにしているのですが、これも洪水時には

その管を閉めてしまって、本川の水が逆流しないようにいたします。ただ、樋管のところ

については、ポンプアップまですることはなかなか難しいので、それぞれの土地の田んぼ

の中で対処していただくように考えております。これは、そこの各管理組合の中でやって

いただくということでやっております。そうしなければ、全部のことを逆に揖保川だけで

面倒を見てくれといわれても、揖保川本川のほうもそうなるとあっぷあっぷしてしまうと
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いうことで、基本的にはそのようなルールでやってきております。お分かりいただけまし

たでしょうか。だから、常に私どもは県の方々あるいは市町の方々とお話をしながら、役

割分担を話し合って対処してきています。 

 丸山委員 本川からの逆流の恐れ云々というのは、恐らく下流に行けば、本川

の水が増えていますから、すべての流れ込んでいる川は本川からの逆流の可能性がある。

本川が増えているために、内水が引かないという状況ではないかと思うのですが、そのあ

たりはどうですか。 

 河川管理者 確かにすべての河川がそうなりますが、その範囲が及ぶのも、

例えば林田川は直轄ですが、馬路川も合流している部分の近くは非常に低地になっていて

水がたまりやすいのですが、もう少し高い地区まで行けばもちろん関係がありませんので、

おのずと限界があります。それは、そこの周辺の土地がどれぐらいの標高があるのかによ

って、それぞれ違ってまいります。国が担当する部分は、その中でもともとの河川が関係

している部分と本川の逆流部分とを見ながら対処を考えているということです。 

 丸山委員 お話としては理解できるのです。けれども、左岸の下流のほう、網

干地区のあたりで、県管理の河川がありますね。 

 河川管理者 幡洞川ですか。 

 丸山委員 幡洞川というのですか。恐らく雨がずっと流れ込んでいると思うの

です。あのあたりも、本川の水かさが増えた場合は、恐らく逆流のおそれがあるのではな

いかと思います。 

 河川管理者 幡洞川につきましても、上流で雨が降っている間は水門を開け

ておいて、できるだけ幡洞川が流れている地には流しておく。それで、上流のほうで雨が

降って本川の水位が上がってきそうになると、水門を閉めます。 

 丸山委員 その場合の排水対策はどうなっていますか。 

 河川管理者 その場合は、やっているところとやっていないところがありま

す。その水門を閉めても大丈夫なところとそれでも足りないところ、それはその川、川に

よって違いますので、ポンプアップが必要なところと必要でないところをやっています。

それから、それについての費用についても、国側が基本的に見る場合と、県あるいは市町

が見る場合と、いろいろなケースで分かれております。 

 丸山委員 ということは、各自治体で国・県・市の話し合い、合議ということ

になるのでしょうか。 
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 河川管理者 そうです。 

 道奥委員 乱暴な言い方をしたら、溢れた水にどこから来たのかと聞いても答

えてくれませんから、河川起因と思われる部分ぐらいは河川事業として手当てしましょう、

陸側起因の水はその地元でやってくださいというような話と理解していいのではないでし

ょうか。 

 丸山委員 お話しして理解としてはできましたが、どうもこの馬路川と網干の

ほうとの比較をしたときにどうかなという感覚はちょっとあるのですが。 

 進藤委員 ほかの支川などでも、水門がついている川、例えば龍野だったら右

岸側の十文字川（とじがわ）などもその危険性があるだろうし、あそこも中のほうは市街

地なのです。２mから４mぐらいの水位でハザードマップになっていたと思うのですが、内

水が考慮されていないというのはどうなのでしょうか。 

 例えば、僕は質問を出したのですが、ハザードマップをつくる前段階の基本資料として

浸水想定区域図があるけれども、たしか内水は考慮していない。作成マニュアルとか、あ

あいうものが多分そうなっていると思うのですが、そのあたりがちょっと解せないのです。

浸水想定区域図をつくっている国土交通省が内水は考えないということは、そこの地域に

住んでいる者にしたら殺生ではないかという感じは私もするのです。 

 道奥委員 同じ水ですからね。 

 進藤委員 そうですね。外水と内水の問題になってくると思います。 

 道奥委員 極端な話が、きちんと河川整備がなされて、ハザードマップで対象

とするような工事も手当てできたとして、もし自治体のほうの内水対策が何も進まなかっ

たとしたら、まずそんなことはないと思いますが、河川の改修に歩調を合わせて自治体も

手当てをしていくとは思うのですが、極端な話、今の場合はハザードマップ上は浸水が起

こらなくても実際には浸水が起こっているという話にもなるわけですね。 

 進藤委員 やはりそのあたりが危ないのではないかというのが、素朴な疑問な

のです。 

 道奥委員 ただ、自治体も当然、河川の整備状況を全くよそ見して自分のとこ

ろのマイペースで整備を進めるわけではないと思います。流域委員会の議論の俎上には全

然その自治体が登場しませんが。 

 進藤委員 内水を考慮しないことは問題はないのですか。例えば今の議論など

で、前の前の委員会でも氾濫シミュレーションがありましたが、あれも内水を考慮しない

 24



ということでうたわれていました。 

 道奥委員 内水のシミュレーションができるかどうか。今、研究レベルでは大

学の先生がされつつあるのですが、内水の氾濫解析というのは、つまり内水に対するハザ

ードマップがつくれるかというと、今はできないのではないでしょうか。 

 田中丸委員 あるのはあるのですが、市街地でハザードマップとして個々に

内水までケアしているかといったら、ないですね。 

 道奥委員 しかし、内水は下水を考えないといけない。それを入れての解析と

いうのは、まさに大阪あたりではやられつつあるというか、始まったばかりという感じで、

とても公表できるようなものにはまだ達していませんね。 

 田中丸委員 わたしが知っているのは水田地域ですね。 

 道奥委員 はい、下水道が完成していないところですね。 

 田中丸委員 そこは、水田の湛水深度がどれぐらい継続するかというような

ことを市としてやっていますけれども。結局、多分、内水災害というのは結構頻度は高い

のだけれども、人命に直結するような災害になることが少ないということがあると思うの

です。 

 進藤委員 それは一般論ですか。 

 田中丸委員 一般論としてです。破堤災害というと非常に甚大な被害が出る

可能性がありますね。多分、主たる河川というのは、一級河川なら国交省で、二級河川な

ら県でということで、結構自治体としても大きいところが本川を管理します。そうすると、

その本川の破堤に関してのハザードマップというのができるのだけれども、では内水はと

いうと、頻度としてはちょくちょく起きて、かつ床下浸水ぐらいは内水でも十分、下手し

たら床上も起こるということで、起きてしまえばダメージとしては同じなのですね。 

 進藤委員 つかるのは、冠水するのは一緒でしょうが。 

 田中丸委員 冠水という意味では。だから、どうしても人命から影響度をラ

ンクづけていくと、人命に直接かなり影響しそうな甚大災害がトップに来てしまうものだ

から、氾濫シミュレーションについては破堤とか越水・溢水というところから話が始まっ

ているのではないかと想像します。 

 中農委員 先程、流域委員会という名前がついているのにという話がございま

して、今の話にしてもまさにそうだと思うのですが、当然この揖保川も、この地域のこれ

までの経済を水運等、軸線として支えてきた存在ですから、河川整備計画というものの位
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置づけも、揖保川の本川のことだけを計画しましょうというスタンスをとるのではなくて、

揖保川が単独で存在するわけではないのだから、それぞれの地域にあるまちづくりなり都

市計画なりと整合が取れた整備計画にしていかなければいけないのではないか。今日は治

水の話の場ですが、そういう整備のあり方自身についても、それぞれの町の総合計画など

があるわけですから、その中で揖保川というものをどう位置づけて地域活性化と連動する

ような形で整備していくかというのが、非常に重要だと思います。 

 わたしは 10 年ぐらい前にスイス、ドイツの近自然工法の事例を見に行ったのですが、あ

そこはトゥール川の流域のところでも、流域に建つ住宅地、駐車場、すべて雨水が地下浸

透するようなことを政策としてやっているのです。トゥール川だけに流量を負担させると

いうのはなくて、面的に降った雨を流域全体で受けましょうという基本的な考え方の中で、

住宅地のつくり方であれ、道路のつくり方であれ、それを徹底してやっています。 

 都心部のチューリッヒ市でも、かつては小川もすべてコンクリートの三面張りもしくは

暗渠化して、上を道路にしてどんどん近代化を図ってきたのですが、この二十数年はそれ

をまた掘り起こして小川を再生しようというのが市の下水道事業としての大きな事業とな

っていて、路面電車の走っているレールの間でさえ緑化して雨水が浸透するようにやって

いました。駐車場もしかり、当然今言った治水の面においてもそうですし、都市計画も、

かつてあったボックスカルバートをオープンにして、それを元の小川に再生して、虫、鳥、

魚などいろいろな生き物が町の中で生きていくようなことを政策としてやっている。まさ

に川というものをまちづくりの一環としてとらえてやっています。 

 去年の 10 月ぐらいに四国の四万十市で、日本に多自然型工法を導入した旧五十崎町の人

たちや、スイスのクリスチャン・ゲルディという河川工学者を招いて、「多自然型川づく

り 15 周年記念シンポジウム」があったのですが、会場であった四万十市でも、やはり向こ

うは四万十川ですから、その四万十川をいかにまちづくりの中で生かしていくかというの

が大きなテーマとしてありましたし、この揖保川も四万十市に負けないりっぱな川ですか

ら、そういういろいろな視点で河川整備を考えるべきだと思います。そう思ってはいるの

ですが、この河川整備計画の中でどこまで入れようとするのかは、また次の話だと思いま

すが。 

 道奥委員 あえて先程のように申し上げたのは、皆さんからもそのようなご意

見が多いし、普段そのような意見もあって、そういった意見交換をするということは非常

に大事なことで、まさに流域委員会というのはそういうところだとは思うのですが、一方
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で、実際に河川法の枠内でできることはというと、わたしが河川管理者みたいなことを言

ってもしょうがないのですが（笑）、実際に我々日本国民は法律に縛られているわけです

ね。法律というのは行政の秩序とか社会の秩序を守るために我々がつくり出して、実はそ

れに我々が縛られてしまっているという法治国家の悲しい宿命があって、そういうことを

皆さんがどのようにお考えになるのか。やはりそれでもそんな議論になったらおかしいで

はないかということなのか、その部分はしょうがないみたいな話なのか。 

 実際のところ、いろいろ委員会のほうから管理者さんにお願いしても、管理者さんのほ

うで手がつけられないところが絶対出てくると思うのです。今お話しになったドイツ、ス

イスの事例の事業は、今お話しになった内容は河川管理者さんのまさに仕事だと思います

が、従来から総合治水ということでずっとやってこられていますが、それでも法律という

部分は・・・硬いことを言ってもしょうがないのですが。 

 栃本委員 法律というよりも、そういう世論構成というのですか、先ほど森林

整備のところでも、どのくらい治水効果が期待できるかまだ分からないということでした

けれども、あるのは事実だと思うのです。これはいわゆる森林、緑のダムというイメージ

だけではなくて、今中農さんが言われたように、地下浸透という、東京のほうで自治体が

浸透桝に補助を出して各家庭で雨水を地面にしみ込ますとかいうこともやっているわけで

すし、それから、大雨が降っているときに、土木事務所の担当の方がふろの水を抜かない

でほしいとおっしゃったというのは、各家庭でみんなふろの水を抜くとそれで洪水になる

かもしれない、要するにちりも積もればということで、治水のためにいろいろなことを考

えていくことができないか。おととしの円山川洪水の時、土手の上に土のうが１枚積んで

あるのですね。あれでも洪水が防げるわけです。 

 そういうことを考えると、やはり緑のダムや市街地の地下浸透ということもどんどん考

えていかなければいけないし、この委員会からそういう提言をどんどん発して、そういう

世論構成をしていかなければいけないのではないかと思うのです。今日は治水の話ですの

で言いませんが、環境にとっては非常に大事な要素になってくるということにつながって

いきますし、ぜひこの委員会からそういう提言を発信していきたいと思います。 

 庶務 いかがでしょう。このあたりで一度、休憩を取りたいと思いますが。 

それでは、10 分ほど、３時半まで休憩をさせていただきます。後ろのほうにお飲み物を用

意させていただいております。 
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＊＊＊休憩＊＊＊ 

 

 庶務 それでは、後半をはじめさせていただきます。 

 先ほど前半のほうでは、どちらかというと雨が降って流れてきて川に入るまでの話とい

う部分がかなり多くあったかと思いますが、最後のほうに内水の話などがございまして、

いわゆる氾濫の話というのは、本川からの氾濫と、逆に本川に入らないための氾濫という

二とおりの考え方があるかと思いますが。内水と外水の違いみたいなところは特に問題ご

ざいませんでしょうか。進藤委員から用語の質問を多くいただきましたが・・・。 

 進藤委員 実は「河川」という雑誌が日本河川協会が発行していて、その 2005

年６月号に「わかりやすい洪水情報のあり方」という記事があって、風水害用語を分かり

やすくしたほうがよいというようなことを山崎というＮＨＫの解説委員の方が出しておら

れるのですが、そこで、外水氾濫と内水氾濫、越水と溢水とか、計画高水位とか、そうい

う言葉が出ていたのです。やはり内水と外水を分けて考えるということは、実際的にはで

きないのではないかと、感覚的にもそういう感じがしたのです。どちらも一体のものとし

て考えなければいけないのではないか。管轄区域外であろうがなかろうが、流域に住んで

いる限りは被害に遭いますし、一緒になって考えていくべきなのではないか、実際問題か

らしたらなぜ分けて考えるのかと思うのです。そういうことで質問をさせてもらいました。 

 庶務 揖保川では、大きく分けて上流は堤防の整備率が低いわけですからいわゆる

外水氾濫が関心の的で、逆に下流の龍野よりも下手側のほうでは、堤防が十分整備されて

きたおかげで内水氾濫のほうが関心が高いという、氾濫に対する上下流の認識が大きく違

うというか、感覚が違うのかなと思うのですが、そのあたりで何かご質問、ご説明みたい

なものはございませんでしょうか。 

 道奥委員 内水と外水は分けようがないのではないかというのは、先ほどの、

同じように水が来ているのに、雨が降ったら内水も外水も大体同時に起きることが多いの

が日本の河川ですからね。特に下流部のほうは内水というのが結構多いですから、そうい

う意味で、分けようがないのではないかということはわたしも、被害を目の当たりにして

いる地元から見たらそうだと思うのです。 

 その一方で、手当てをするのがだれかということを考えると、管轄といいますか、だれ

が担当するのかということになると、だれかが担当しないといけないと思うのですが、そ

うした場合に、今管理者さんのほうからも説明がありましたが、川に原因しているような
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部分については河川の事業の中でやるという説明責任が立ちますね。一方、陸地側のほう

をどこまで川の管理者が担当するのかという問題があって、陸地側の下水道とか、農業排

水路とか、いわゆる内水河川のほうの管轄が国でない場合もありますね。必ず管理者がだ

れであるというのはどの川もどの水路も決まっていると思いますので、ですから、そうい

うところでどうしても、どこから予算が出てだれが担当して整備するのかということで役

割分担せざるをえない部分があるというのが一緒にできない最大の理由かと思います。そ

れと、それぞれの事業を起こすための、それを管轄している法律があるのでしょうね。 

 それよりも、実際、下流側ではそういう内水の危険性があって、かりに昭和 47 年の洪水

で河川が整備されても、相対的に下流側は内水、上流のほうはまだ昭和 47 年の洪水でも十

分ではありませんで、外水に起因する氾濫の可能性というのが、高くないレベルで、低い

レベルで可能性として残ってきます。そういったことに対して、つまり氾濫許容の治水と

いうような言葉で時々出ていますし、それから、ご質問の中にも、氾濫が起きた場合に、

では氾濫を前提とした治水対策というのは、逆に言うと氾濫が起きたら被災者に対して何

か手当てがあるのかというご質問もあったかと思うのですが、実際はそういうことは多分

ないと思うのです。必ず計画である限りは閾値があって、それを超えるものを認めたうえ

での計画であるという、そういうことを我々は今議論しているわけです。 

 進藤委員 先ほども休憩前に話をしたのですが、浸水想定区域図がありますね。

あれで、作成マニュアルとかでは内水関係が排除されています。そのあたりは本当に問題

ないのか。こんなところで話をしても、全国的なことなのであれなのですが、素朴な疑問

というか、その疑問点はそういうところにも端を発しているのです。もっと個別具体的に

言ったらですね。先ほど田中丸委員から、被害は少ない、急激な被害かゆっくりした被害

かということで、ある程度納得いくお話は伺えましたけれども。 

 藤田委員長 道奧先生、よろしいですか。河川管理者にお聞きしたいのは、

これは地域のまちづくりとか環境ともかかわってくると思うのですが、河川管理者という

のは、どこかまでがいわゆる国土交通省の土地であるという、河川に対して土地の所有権

というのはあるのですか。それが実は河川という定義の中に入るのかどうか。もちろん堤

内地にも、私有地なのか慣行上の私有地なのか知りませんが、あるというのも聞きますが、

土地の所有形態と、開発行為とかが起これば当然そこが引っかかってきますが、そのあた

りのお話をお聞きしたいと思います。 

 河川管理者 ご質問にお答えします。 
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 河川法という法律の中で決められている、河川管理者が行為を及ぼしている区域の中に

は、河川区域というものと河川保全区域というものがございます。河川区域というのは、

河川管理者が自ら土地を所有してやることを基本にしております。ただし、例えば堤防と

か河川構造物を設置するところ、あるいは公の水である川が流れているところ、いわゆる

河川の堤防の端から、左岸側の端から右岸側の端までが主に河川区域として指定されてい

るところですが、そこについては我々が基本的に、自らの行為をするという関係上、所有

をしております。ただ、その中には民地もございまして、我々が用地買収をさせていただ

きたいとお願いをしてみても、例えば農業に利用しているとか、歴代やっているというこ

とで、まだ換地というか国の土地になっていないところもございますが、基本的には河川

区域内の土地を自らの所有地とする方向でやっております。 

 それ以外に河川保全区域というのがございます。これはその河川区域のさらに外側とい

うか、河川から離れる方向のところにあるのですが、そこについては自ら土地の所有まで

はしないのですが、そこで行う行為に関してある程度規制をお願いする。例えばそこで非

常に大きな穴を掘るということになりますと、堤防自身の影響が見逃せないというところ

については、そこで行う行為に対して一定の規制をかけさせていただくという河川保全区

域というものがありまして、大きく分けてこの二つの区域です。河川保全区域については、

我々自ら土地の所有をしようというような形はしておりません。民地の中でもそのような

規制をかけさせていただくという形です。 

 藤田委員長 そうすると、先ほど来、例えば地域のまちづくりの話が出てき

ますが、河川の保全区域の中で、ある自治体なり所有者がこういうことで開発をしたい、

あるいは再開発をしたいということになったときに、それは河川の管理者としては何らか

のコメントは言える部分もあるということですね。 

 河川管理者 そのとおりですが、河川保全区域というのは、民地なのに行為の

制限をかけるので、いたずらにやりますと権利の乱用になるので、極めて限定的にかけて

おりますから、市町村が進めているような地域開発の面的にお示しするというところには

いきません。逆に河川管理者としてその面でできるのは、先ほども話がありましたように、

土地利用の変化によって流出形態が変わって、つまり、今まで流れ込んでこなかったよう

な水の量がさらに増えて河川に流れ込む場合に、流出を抑制してほしいということです。

ただ、これは、今は河川法の中で担保をしているわけではなくて、これまでは開発要綱と

いうか、都市計画の中で自ら開発者の側が自主的な措置としてするように、開発者と河川
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管理者の間での、河川法をやっている国土交通省の中ですけれども、都市計画との関係で

その整備をつけてきているというところです。 

 先ほど道奥先生がおっしゃったように、どうしても法律がということがあるのですが、

浸水対策について、下水道の部分と河川の部分が共同してやるというものについての特定

の河川の河川法というのが４年ほど前にできましたが、それは極めて下水道の整備と河川

の整備が一体的に対処しなければならないような都市河川についてのみ、そのように連携

してやることが法律上で新たにできておりますが、揖保川ぐらいの単位のときであれば、

ある程度それぞれの管理者サイドで連携しておくことで対処可能であるということで、適

用はされておりません。 

 藤田委員長 そうすると、今たまたま道奥先生も下水道の話をされましたが、

ほとんどの場合分流式の下水道で、雨水排除の場合にはかなりは自由に川に流すことがで

きるということですね。もちろん、話し合いのうえでなのかどうかは知りませんが。 

 河川管理者 この揖保川筋ですと、流域下水道の計画が宍粟市山崎町あたり

にありますので、それの関係につきましては、もちろんこれも国土交通省内の行政の中で

すから、流域下水道の計画時に、どれくらいの持ち分でやるのかということはあります。

ただ、流域下水道の整備もそれなりの予算で進んでいきますから、事業の進捗調整はいた

しますが、必ずしもここの地区の内水対策ということが下水道だけでできるというわけで

はないという状況です。 

 下水道というのは、どちらかというと都市の雨水排除を目的としておりますが、それ以

外に衛生環境の整備というようなこともありますし、普及率の低いところを優先的にする

という事情がありますから、必ずしも内水排除を優先的に進めているという状況ではない

というところで、時間的に差が出てきてしまうということだと思います。 

 新間委員 話が変わりますが、「せせらぎだより」のことでちょっと言っても

よろしいでしょうか。これ（ニュースレター22 号）はわたしどもの地域では１月になって

から配られたのです。それで、友達に何人か寄ってもらって、一緒にこの読み合わせ会を

してきました。意見として、前より見やすくなったという意見がありました。特に、難し

い言葉については括弧書きしてくださっているので分かるけれども、一度読んでもなかな

か分からない内容で、何回か読みまして、その中で聞いてきてくれと言われたことが２～

３あるので教えていただきたいのですが、22 号の４ページのいちばん上に、「河口から約

47km までが国土交通省の管理区間となっています」と書いてあるのですが、47km というの
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は大体どのあたりまでなのでしょうか。 

 それともう一つは、龍野とか新宮のほうは河川がきれいに公園化されたりしているけれ

ども、宍粟市に入ると割合そういうことがなされていないのでどうなっているのだろうか

とか、山崎では今度新庁舎が予定されているのですが、それに伴って整備されるとかいう

お話をこの前おっしゃっていたのですが、そういった予算は継続予算の中に入っているの

かというようなことも出ていました。その２点をお願いします。 

 河川管理者 47km は、地図で言うとこのあたりの、ちょうど引原川と揖保川

の本川が合流する地点が大体 45km の地点で、それをそれぞれ本川と引原川を２km さかの

ぼったところまでです。合流点が 45km ぐらいで、大臣管理区間はその２km 上流ぐらいの

ところまでの区域としていまして、ちょうど 47km です。 

 新間委員 そうすると、曲里のちょっと上ぐらいですか。 

 庄委員 嵯峨山です。 

 新間委員 嵯峨山までですか。 

 庄委員 木坂橋のちょっと上です。安積発電所があるでしょう。あのやや上です。

それから、引原川は杉田橋までです。 

 新間委員 そうですか。大体分かりました。 

 河川管理者 もう一つの、旧山崎町というか宍粟市の総合庁舎につきまして

は、今ちょうど山崎大橋の上流の右岸側のところで、場所を選定・検討されております。

あそこの利用計画というか、庁舎が移ってきた場合の計画を宍粟市さんが計画されようと

しているところですので、我々も一緒になって検討しようとしているところです。 

 継続事業に含まれているかどうかということですが、入っております。 

 新間委員 あそこの河川の計画については、皆こうしてほしいという夢がある

のです。それは市の当局へ要望したらよいのですか。 

 河川管理者 今、市がどういう形で整備しようかという原案を作成されよう

としているところですが、まだ検討中ですので、そこにいろいろ言っていただいたらと思

います。私どもは逆に、これぐらいの整備をしないと安全が保てませんということを言っ

ておりまして、市の中ではこうやって住民の方々が使いやすいようになるかということを

主に検討されているという状況です。 

 新間委員 ありがとうございました。 

 庶務 （スクリーンに航空写真を示して）これが山崎インターでして、今の話にあ
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った宍粟市の新しい庁舎はこのあたりでしょうか。 

 新間委員 大きな橋のちょっと横です。この白く見えているところ、あそこが

庁舎の予定地です。昔のグンゼの跡です。真ん中にちょっと点がある、それだと思います。

だから、あそこの橋からずっと曲がるところの十二波のところまでをどうしたらいいかと

いうのは、ものすごく皆さん関心があるのです。 

 藤田委員長 でも一方で、栃本先生などもそうだけれども、そういうものを

つくりすぎではないか、ほうっておいて自然のほうがいいという意見もありますね。 

 栃本委員 今日は治水の話で言わないでおこうかなと思ったのですが、結局、

そういう公園が整備されているというのは、きれいでも何でもないというのが僕ら環境を

守るほうの考えですので、できるだけ河川敷や河川に影響があるところで人工構造物はつ

くってほしくないと思っているのです。 

 新間委員 あそこは桜並木にしたいという話なのです。 

 栃本委員 反対です（笑）。よろしく言っておいてください。これは私個人の

意見ですが。 

 道奥委員 そういう議論もふだんの委員会でもぜひしていただいたらよいので

はないかと思いますけれども。 

 藤田委員長 栃本先生、なぜ反対か、少々のコメントはしておいたほうがい

いのではないですか。 

 栃本委員 川の整備というときに、先ほど中農さんのほうからも、川筋だけで

はなくて町全体を考えなければいけないのではないかというお話がありましたが、そうい

うことなのです。ですから、それのいちばん近いところで、川が水が流れているところの

端は、雑草だったり石ころだったりして汚らしいと皆さんおっしゃるけれども、それが自

然環境を守る意味では非常に大事なところなのです。 

 国交省さんが「うん」と言ったらすぐにぽんと運動場でも何でもできてしまうわけで。

そういうことでどんどん川が寸断されてきているというのが現状ですので、できるだけ自

然環境を守ろうということです。今までは利用することしか考えていなかったわけですが、

せっかく平成９年に河川法が変わって環境を考えようと、そういう時代になってきたので、

できたらやめてほしいというのが、環境に関する委員としてここに座らせていただいてい

る人間としての意見です。それを言っておかないと、揖保川の委員で行っていて揖保川を

台無しにしてしまったなどと後で言われたくないと思っているのです（笑）。それが正直
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なところです。 

 新間委員 一般的な話としては、きれいにしてほしいという意見が多いのです。 

 栃本委員 「きれい」というのが、どちらがきれいかというのは全く別の問題

だと思います。ハイヒールや革靴で散歩するところではないというのが川だと思うのです。 

 進藤委員 やはり住んでいる者としたら、家が沈まれたら嫌です。畳を上げて、

大変です。臭いですし。そのあたりもやはりあるのです。 

 栃本委員 ですから何が何でも反対とは言いませんが、安易に自然環境を壊さ

ないでほしい。川というのは、上から下まで全部がつながっていて、流れるところも流れ

る横の環境も含めて大事だと思っています。 

 新間委員 もちろん揖保川は、特に山崎はアユの産地だから、やはりアユが成

育するということを大事にしなければ、川の中のほうを触るということは絶対反対される

と思います。 

 栃本委員 それも、川はアユだけではだめなのです。アユだけでいいのだった

ら、遊園地にコンクリートの流れる川をつくって、そこでアユを釣ったらいいのです。川

というのは、アユだけとかいうことではなくて、いろいろな生き物がいて、水の中の生き

物だけではなくて陸上の昆虫も鳥も植物も必要だということです。 

 新間委員 では、この次の会でそういうふうに。 

 栃本委員 よろしくお伝えください（笑）。 

 正田委員 よろしいですか。「治水上の対応策の例」（資料１）というのがご

ざいますね。わたしの仕事場であったり住まいであったりというところは、目の前は龍野

橋と、その上流の旭橋という人しか渡れない橋、その右岸をちょっと上がったところです。

あそこがボトルネックになっていて、中流域で流下能力が少ないというのですか、だから

引堤とかいうのが問題になる地点なものですから、この対応策というのが気になるのです

が、初めは引堤があるのかなということがありまして、わたしが長年勤めた工場のあたり

がその対象地になるので大変関心があったのですが、どうやらそれは今のところ消えたよ

うでございます。しかし、そうかといって流量確保ということは大事だろうなと思います

し、そうしますと、ここに書いてある、あとは堤防を上げるかというようなことですね。

畳堤がありまして、畳堤の権威という方もいらっしゃいますが、とにかくせっかく川と親

しむよい施設を先輩が考えてやってくれているのに、あれをコンクリートの壁にしてしま

うなどというのはもってのほかで、あとは掘るしかないかなと思うのですが、これもいろ
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いろ難しい問題があるのではないかと思いますので、そのあたりの知識をお与えいただけ

たらと思います。 

 道奥委員 狭窄部のところ、いちばん流す能力が小さいところのお話だったと

思うのですが、私が的確に説明できるかどうか分かりませんが、この委員会の議論の中で

は、引堤云々とかいうことが消えたとか出たとかという話は、一時期そういう図面も見せ

ていただいたこともありますが、今とりあえず整備計画というここで議論の対象にしてい

る範囲では、洪水はかなり小さいですね。15 個ぐらいの洪水の中で上から 12 番目ぐらい

の洪水です。それぐらいの大きさの洪水であれば、確かここの拡幅はなかったと思います。 

 ただ、基本方針というのがこれから出てくると思うのですが、つまり、もっと長期的に

大きな洪水に対応するためにはどういう方針で河川を整備していくかという方向性を示す

ものですが、その方向性の中で、狭いところはいずれ計画が進んで河川の整備が進んでい

ったら対象になってくると思いますので、今おっしゃったように幅を広げたり掘削したり

という方法を具体的に考えなければいけない時期がくるのではないかと思います。ちょっ

と記憶が確かではないのですが、狭窄部のところで、何か訂正や付け加えることがありま

したらお願いしたいのですが。 

 河川管理者 基本的に先生がおっしゃっていただいたとおりでございます。 

13km地点、今ちょうどスクリーンに出ているところが、いちばん狭くなっているところで

す。今ここを流れることのできる流量というのが 2900ｍ３/ｓという状況です。ですから、

ちょうど昭和 45 年のときの洪水であればぎりぎり何とか流れるというのが現状です。それ

で、30 年先ということを見越してわたしどもが提示している 47 年７月のときの洪水を対

象にしようというときには、ここでの流量は 2900ｍ３/ｓよりも少ないですから、ここの地

区を何か改良するという必要性は当面はないのですが、基本方針というところでいろいろ

考えたときには、上流のダムとの関係もありますが、3300ｍ３/ｓという量を流す必要が出

てくる、3300ｍ３/ｓ流せれば安全性が保てるというように考えております。 

 では、2900ｍ３/ｓしか容量がないのに 3300ｍ３/ｓ流れたらどうなるのかというときに、

一つは溢れるのを我慢するということもあるのかもしれません。あるいは、その 3300ｍ３/

ｓを流し切りましょうという話になりますと、先ほどご心配いただきましたような、川の

幅を広げなくてはいけないという話も出てくるかもしれません。それから、堤防を高くす

るということもありますし、川を掘るというやり方もあると思います。 

 ただ、今三つ挙げました、川幅を広げる以外の堤防を高くする、あるいは川底を掘ると
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いうのは、そこの地点だけで対処できない場合があります。例えば、堤防をそこだけ高く

すると、その下流部のほうも水位はもちろん高いわけですから、ずっと下流部にかけて堤

防を高くしないといけないということで、莫大な費用がかかります。それから、川底を深

く掘るというのは、そこだけ深く掘るのではなくて、川の底というのは上下流で連続して

勾配がついておりますので、その上流・下流部もすべて掘らなければいけないとなると、

今ある橋や農業用水といったところの施設をすべて見直さなければいけないということ

で、これもまた非常に費用がかかるということです。 

 そういう難しい問題の中で、どういう方向性を見いだしていくのか。さらには、多分多

くの人が好まないと思いますが、上流にもう少しダムをつくって、ここでの流量が 2900ｍ

３/ｓを越えないようにするということも選択肢としてないわけではないのです。その中

で、皆さん苦渋の決断をして決めていかざるをえないというのが現状です。今申し上げら

れるのは、そういう状況です。これらの対策がお互いトレードオフになっているというこ

とだけはご了解いただきたいと思います。 

 道奥委員 問題として消え去ったわけではないということです。向こう 30 年は

考えなくても済むようですけれども。 

 丸山委員 それに関連しまして、揖保川浸水想定区域図のパンフレットを見ま

すと、基本高水流量が 3900ｍ３/ｓ、計画洪水流量 3600ｍ３/ｓ、その差 600ｍ３/ｓ。先ほ

ど所長さんも言われましたが、その 600m３/ｓの調整を上流で何か行われなければいけな

い。今は引原ダムがあるだけですね。それ以外で何かをしないといけないという構想、計

画というのは、現時点ではある程度何かお持ちなのですか。言えないところもあるかもし

れませんが。 

 河川管理者 これは昭和の時代になりますが、昭和の時代に計画が一つござ

いました。今はまだ新しい河川整備計画をつくっている最中ですので、その昭和の時代の

計画（工事実施基本計画）を見直しているとお考えいただけたらよいと思います。この計

画によりますと、上流のほうにダムをもう少しつくらないと、この 3900ｍ３/ｓを 3300ｍ３

/ｓに落とすことはできないというようになっております。ただ、これは昭和のときの計画

でございますので、今回この整備計画の中では必ずしも必要かどうか分かりませんが、も

う一回見直さないといけないとは考えているところです。 

 確かに上流では、今、引原ダムではこの 600ｍ３/ｓの削減量のうち 100ｍ３/ｓしか担当

してもらえていないので、例えば引原ダムの構造を変えてこの 100ｍ３/ｓをもう少し増や
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して、引原ダムでもう少し何とか頑張ってもらおうとか、できるだけダムをつくらない方

向で対処したい。ダムだけではなくて、上流域でも中流域でもいいのですが、一時的に例

えば川の水をあふれさせる余裕を持つとか、そのようなことを新たにつくるということで

もいいのですが、そういうことが必要になってくるかもしれないということです。 

 我々はダムをつくらなくてはいけないとは必ずしも思っておりませんが、どこかでその

流量を抑制するようなことを考えなくてはいけないのではないかと思っております。 

 田原委員 今までの話とも少し関係しているのですが、個人的にいちばん納得

がいかないというか、よく分かっていないところが、対象洪水の選定フローのところなの

です。前も話が出ていたと思うのですが、こういう決め方が一般的なのか、それとも、今

日は参考資料の中にほかの河川整備の計画策定状況というのがあるのですが、そもそもほ

かに選択肢として、方法論として、どんなものがあるのか。決まっていないということだ

ったら決まっていない、そのつど河川に応じて決めるのだということだったら、それが答

えになってもいいのですが、そのあたりの周辺知識をお聞かせいただけたらと思います。 

 道奥委員 そのあたりは委員会でもいろいろご意見をいただいて、田中丸先生

もだいぶ議論していただきました。一般的というのはないのでしょうが、多いのはどんな

ケースでというような解説をお願いできればと思います。 

 田中丸委員 先ほどの計画降雨や流出解析の話とも関連するところではある

のですが、まず、ここでとられている方法論は、実績の降雨からまずどれかを選ぶという

方法がとられています。このこと自体は別に変わったことではありません。これは、河川

管理者さんのほうからご説明があったところですが、100 年に１回の大雨の実績とかはな

い場合が多いですから、100 年に１回の大雨というのを確率計算で求めて、想定された雨

を流出モデルに入力して 100 年に１回の規模の洪水流量を調べるという方法論があるので

す。そうした方法は、基本方針ですか、もっと長期的な計画を立てるときにはやられると

思うのですが、整備計画の場合は、今後 20～30 年ということで、ほかの地域の例を見ても、

戦後最大とか、ここ最近で観測されている規模のものに限定されているというか、基本方

針よりも小さめのものを想定する場合が多いこともあって、まず実績の中から選ぶという

ことは十分ありうることです。わたし自身はここでも計画降雨をつくってというのもあり

ますねという話をしましたが、それはこの方法がよい悪いとは別の問題の話です。 

 あと、議論になりそうなのは、ではこうした実績の中でどれぐらいの規模のものを採用

するかという点です。その規模の評価の仕方がまたいろいろ考えられて、今の場合だと、
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龍野地点の最大流量を上から並べたときの 12 番目が取られている。これをどう考えるかで

す。一方で、計画降雨の概念からすると、その出水をもたらした降雨が何年に１回ぐらい

の大雨なのかという議論があるのですが、それを評価してしまいますと、皆さんのお手元

にある「いぼがわせせらぎだより」の７ページの表で言いますと、約５分の１、すなわち

５年に１回ぐらいの規模ということになってしまいます。やたら小さいのではないかと不

安を誘うような数字なのですが、これに関しては、河川管理者さんの過去の説明ですと、

上のほうを見ていただいても分かるのですが、龍野地点の最大流量が４位というかなり大

きめの出水の降雨の確率評価が２分の１と妙に小さめになっています。だから、降雨の起

きにくさ、めったに起きないかどうかという意味から評価して規模を決めるという考え方

もあるのだけれども、必ずしも龍野地点の最大流量とは対応がとれていないのではないか。

だから、例えば降雨が 50 分の１だったら、それが非常に大きい出水だとは言い切れないと

いう説明が過去ありまして、それは確かにそのとおりだと思います。 

 その中で今とられている方法は、今後 30 年間で事業規模 400 億円というのがあって、そ

の 400 億円で対応していったときに、下から 15 番目の洪水だったら 400 億円でもさらに少

しお金が余ります、14 番目にしてもまだ少し余りますというように上げていったときに、

12 番目だったらちょうど 400 億円ぐらいのお金を、もちろん堤防の整備だけではないので

すが、そういうものに投下したときに、ほぼそれぐらいの出水までなら対応できる。これ

を、一つランクを上げてしまうと、今度 11 番目の洪水に対応するためにはお金が足りなく

なるという資料の説明があったのですが、ほかとどこが違うかという話になってくると、

わたし個人の感想としては、まず事業規模 400 億円というのがあって下から見ていくとい

う方法が珍しいと思った点が１点と、最終的に取られている規模が小さいのではないかと

いうことです。ほかの地域に比べると、もう少し大きいものを想定しているところが多い

ので、最終的に取られているものがかなり小さいということになっています。結果的にそ

うなったといえばそうなったのかもしれませんが、違うところかと思います。 

 わたし自身が疑問として思っているのは、他の多くの河川が戦後最大とか 50 年に１回と

かいう大きなものを掲げているのですが、実はそれは、今後 30 年では本当はできないかも

しれない計画をふろしきを広げて立ててしまっているという話なのか、そうでないのかと

いうところが疑問に思うのと、あるいは、本当はそれぐらいの大きな出水があると溢れる

可能性はあるのだけれども、ある程度の被害を許容しつつやるのか。あるいは、目標なの

だからある程度高めに掲げたほうがいいのか。あるいは、この委員会でやっているように、
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400 億円だったらここまでやれる、やれないことを掲げてもうそになるから誠実にやりま

しょうという考え方でやるのか。その哲学の違いです。それ以外のところは、特段変わっ

たところはないと思います。 

 田原委員 ということは、哲学の問題なのですが、なかなか判断が難しいので

すね。それが非常に難しくて、そこをどう考えるべきかというのがなかなか判断できない。 

 田中丸委員 ほかの地区は戦後最大とか言っているけれども、本当はできな

いかもしれないのに掲げているのですかというふうに、かりにここで河川管理者にお聞き

したとしても、「多分、そうですよ」という答えはまずされないと思いますので、聞くだ

け無駄だと思いますが（笑）。 

 田原委員 それはよく分かるのです。結局、確実にこういうことが起こるとい

うこと自体が分かりませんので。しかし、やはり何か一つ根拠をつくっていかなくてはい

けないということが一方ではあるのです。釈然としないのは哲学の問題なのですが、整備

計画なのできちっと 100％に近い形でやるということを前提にすれば、これだけしかお金

がないというのは分かるのです。しかし、例えば何か目標があるとき、全部はできないが、

できないのであればどこからやっていこうかと考えるのが本来の目標的な意味ではないか

ということです。お金の制約のほうから逆にどこまでを目標にするかという話だと、考え

方として本当にそれでいいのかなという釈然としないものが残るのです。そのあたりがま

さに、どう考えればよいかなと思っているところです。 

 恐らくこの事業規模の中でも、この間お話を聞いていてよく分かったのですが、ずっと

やり続けなければいけないところで、例えば優先順位をつけて重点的に使ってよいお金と

いうのは、この中でもほんのわずかなのですね。実はわずかなのですが、そういうお金の

使い方みたいなものが実は僕もはっきりよく分からないので、どう使うかということを目

的にもし計画をつくるとすれば、実はこういう決め方ではないのではないか。全部はやれ

ないにしても、優先順位をはっきりさせるためにわざと目標を定めて議論していくという

考え方がありますが、これだとそういう考え方は一切できなくなるのです。そのあたりを

どう考えたらいいのか。 

 要は、幾つか並べてそれぞれの方法のよい悪いを検証してこうなったというわけではな

いので、なぜこれを目標にしたのかということ自体がどうも釈然としないというところで

悩んでいるのです。しかし、今までの話でこの方法が特異といいますか、どこかに問題が

あるとはっきり言えるものでもないということが分かってきましたので、分かっていなが
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らこういう問題提起をするのは問題があるのですが、そのあたりでどなたか他の委員の方

のご意見をお聞かせいただければありがたいと思います。 

 井下田委員 繰り返し今の部分に委員の皆さん方がこだわっておりますし、

先ほど来から哲学絡みのお話でもありそうなのですが、私の理解によれば、河川管理者さ

んのほうから提言されています対象洪水として昭和 47 年７月 12 日のそれを持ってこられ

ているわけですが、現実的な目標流量を決めて、それに合わせた治水規模で判断している

のが昭和 47 年の洪水だろうと思うのです。しかし、この洪水が起きたときの基本高水で判

断すれば、この数値はやはりやや低いかなと思われてならないのです。 

 現に今田中丸委員がご指摘のように、全国的には戦後最大規模をこういったときに取っ

ていて、それは逆に言えば高い数値として取りすぎているとは思うのですが、一般的には、

基本高水は高め設定として判断しているのが基本高水の考え方だろうと思うのですが、そ

のあたりはどのように判断したらよいのでしょうか。 

 田中丸委員 安全側という意味でどれか選びましょうといったら、気持ちと

してはできるだけ高いほうにというふうになると思うのです。基本方針と整備計画という

のがありまして、基本方針というのはかなり長期的なものを想定しますから、100 年に１

回とか、そういうかなり大きなものを想定します。ここで議論されている整備計画ですが、

基本方針よりは小さい規模のものになってしまう。では、それより小さくてもいいけれど、

どこまで小さくするのかといったところで、もうちょっと皆さんの記憶に残っているよう

な実際に被害があったような過去の出水ぐらいだったら、「なるほどあの出水までだった

らここ 20～30 年の工事で何とかなるのだな」という気持ちになろうかと思うのですが、多

分 12 番目の出水に関しては、「そんな出水あったかな」という程度の規模ではないかとい

う気がちょっとするのです。 

 それが、わたしが言った感覚的な意味での「小さいかな」という意味なのですが、特に

その小ささに付随する点として思ったことは、かなり前の資料に、洪水の被害の表があっ

たのです。今わたしの手元にあるのですが、それを見ますと、対象になった出水の被害は、

昭和 47 年７月 12 日、農地等の浸水が約 341ha、河川施設等の公共土木施設に被害はない

ようなのです。ほかの出水を見ますと、家屋の浸水が何戸みたいな話になっているのです

が、そういうことはこの表には出ていませんね。だから、この出水に対する工事をやって、

これに対してはそうした被害がなくなりますよという話は確かにそうなのかもしれません

が、それでいいのかなという不安が残ります。 
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 それと、過去に出された河川管理者さんの資料の中に、この洪水に対する工事が終わっ

た状態を想定して、皆さんの記憶にある昭和 51 年の出水とか 45 年の出水とか大きな出水

が起きたときにどの程度浸水戸数が減るのかという表があったのですが、それで減る戸数

がすごく少なかったのです。それが半分になるとかではなくて、10％減とか 20％減とかい

うことで、20～30 年も時間をかけての事業なのだから、もっと治水効果が出てもいいので

はないかと感覚的には思うような表でした。 

 その２点で、ちょっと小さいかなと思います。そうした中で、やはり大きいのを取った

ほうがいいのかどうかというのは難しいところですが、道奥先生はどうお考えになります

か。 

 道奥委員 この規模を考えるのに、先ほど来、400 億円という金額のほうから

決まっているということに対してのご意見があるのですが、400 億円というのはお金では

なくて、むしろ我々が提言したときの、整備計画の 20～30 年というタイムスケールのほう

を重視された結果とも理解できるわけです。つまり、いわゆる実現性といいましょうか、

絵にかいたもちであっては意味がないというようなスタンスで決められたとも考えられな

いこともないわけです。ですから、もしあえてこの計画規模に対して委員の皆さんが自分

自身のしっくりした考えに落ち着かせたいときに、やなりそれなりの理由があった、我々

の言ったことに対してこたえていただいた事業規模というのが一つあると思います。 

 それと、田中丸先生はそういう意図で言われたのではないと思いますが、「哲学」とい

う言葉にしてしまうと身もふたもないので、そこには事業のタイムスケールも含めた技術

者として技術的な判断というものに基づいてこういう方針を出されてきているのかなと理

解できるのではないかと思います。田中丸先生もその意図で言われたと思いますが、哲学

ということになってしまうと、身もふたもないような感じがしますが、そういう感じを持

ちます。 

 ただ、田中丸先生が今言われた、具体的に被害がどの程度であるということに対して、

確かに地元の方が特にそれに対してどういう印象を持たれるかということは非常に重要だ

と思います。つまり、説明できる規模の事業であるかどうか。これはむしろ流域委員会の

中でもう少し議論を深化していったほうがよいのかなと思いますが、ただ、一方で 20～30

年の計画であるというような我々も出していますので、そういうことも背景として考えな

ければいけないかなと思います。 

 和崎委員 半分質問なのですが、30 年間 400 億円を下から数えてという話が今
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あるわけですが、この 400 億円の内容の積算というのはどうやってやられているのでしょ

うか。例えば龍野の狭窄部の事例においても、引堤にするのか、川を掘るのか、堤防を建

てるのかが決まっていない状況で、どの洪水でどれだけ流すという形でなっていますね。

そうなってくると、その方法でも当然誤差も出てきますし、30 年間というスパンで考える

と、土木構造技術などさまざまな要素で予算が変わってくるのですね。あえてここで 30

年間で 400 億円でぴったりしても、意味が果たしてあるのかどうか。逆に言うと、どのぐ

らい誤差が認められるのかというところも考えて、この今の洪水の規模を想定したほうが

よいのかもしれないと思います。 

 道奥委員 今の段階ではかなり大雑把な積算だと思いますが、一応我々にはこ

の箇所はこんな改修というようなラフなスケッチは見せていただきました。多分、あれに

基づいて積算いただいたのではないかと思いますし、その規模は、これもやはり提言から

出た堤防の強度の補強、オーバーホールと、量だけでなく質の補強と、それからＩＴの情

報化のことと、そういう重要メニューのバランスがあったかと思います。継続事業の確保

ですね。 

 栃本委員 基本的には、以前の委員会での説明で、過去 10 年間の平均をこの 3

0 年間に割り当てて 400 億円という、そういうご説明だったと思います。ですから、お金

の価値が変わるということも計算のうえでということなのですが、参考資料を見ると 16

河川の整備計画が策定されているということになっていますが、この揖保川と同じぐらい

の河川でどのぐらいかかっているのかというようなことが分からないので読み取れないの

ですが、どのくらいを想定しているのでしょうか。 

 道奥委員 想定している予算規模ですか。先ほど田中丸先生もちょっと言われ

ていましたが。 

 栃本委員 ここには近畿の川も入っていますが、よその管轄のものですね。管

理者さんのほうで、そういうのは分かっているのでしょうか。 

 道奥委員 分かっているのでしょうか。 

 河川管理者 今この時点で言うと知りません。 

 栃本委員 この委員会では30年間400億円ということを前提にして考えるとい

うことですが、ほかの委員会ではどうかということが一つですね。それから、先ほど一級

河川が 109 あるということで、そのうちの 16 だけが策定が終わって、残りは全部今進行中

なのでしょうか。 
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 道奥委員 流域委員会が立ち上がっていないものもありますね。進行中のもの

も多くあると思いますが、わたしは数は知りません。必要であれば、また管理者さんのほ

うからご説明をいただきたいと思います。 

 栃本委員 分かりましたら、余分なことですが教えていただきたいと思います。 

 河川管理者 まさしく今検討できているのはこれだけで、今ほとんどの河川

が検討に着手している状況ですが、まだ、例えば私の事務所の関係ですと、加古川につい

てはまだ流域委員会も立ち上がっておりませんので、できていません。そういうところも

109 から 16 を引いた残りの九十幾つの中には入っています。 

 栃本委員 まだまだ多いということですね。 

 河川管理者 はい。 

 田中丸委員 内訳に関しては、確かにおっしゃったようにいろいろなメニュ

ーがあるわけですね。引堤したらお金がかかるというような、工事の仕方で使い道は全然

変わると思うのです。これは今から確認したらいいと思いますが、わたしの想像では、そ

れまでの継続事業で当面こういう工事をしていきましょうというものがあった、それが進

行している中で今議論されていますので、恐らくその当初計画を大幅に外すものは、その

400 億円の中に計上されていないように思うのです。だから、今やりかけているものをそ

のまま進行させ、かつそれに光ファイバー網など今ないものをつけていったということで、

最もスタンダードなものになっているのではないでしょうか。そういう解釈でいかがでし

ょうか。どうもそういうことらしいです。 

 逆に言うと、ほかにこれをもっと何％に上げましょうとか、こちらをもっと減らしまし

ょうというようなメニューもありうるわけで、それに関しては前回か前々回に何々重視で

した場合にはこういう使い方というような円グラフは出ていました。そのあたりを参照し

てこちらで議論してくださいということが投げかけられていると思います。 

 田原委員 自分で言うのもおかしいのですが、恐らく基本方針に基づいて計画

ができたのと、これをもしある程度比べてみることができれば非常に位置づけが分かりや

すいと思います。それが今分からないので、何となくすっきりしないところが結構あるの

かなと思いますので、わたし個人の考えとしては、大体こういうやり方で揖保川はいくと

いうことでいいのではないかという気持ちにだんだんなっております。 

 道奥委員 基本方針云々というのは、いちばん最初のほうに、１ページにもご

意見としていただいていますね。そのほか、いかがでしょうか。 
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 藤田委員長 一つ、河川管理者の方にお聞きしたいのですが、河川整備計画

で雨水に関する目標としている洪水で、当然ながら策定年月と治水に関する目標としてい

る洪水に揖保川が入っていないので、これが将来的に入ってきますよね。そうすると、目

標はどう書かれるのですか。５年に１回と書きますか。 

 河川管理者 もう少し精査してみないといけないと思いますが、九州の白川

と同じように、近年発生した洪水とかで、この 20 分の１かから 30 分の１というのはまた

ちょっと表現は別かもしれませんが、そのような補足する表現を付け加える形になると思

います。 

 藤田委員長 それともう一つ、揖保川の場合に、例えば先ほど渡していただ

いた No.22 の「せせらぎだより」を見ても、確かに前回も、河川管理者のほうからのご説

明で、確率の雨量と龍野地点の最大流量が必ずしもぴたっとこないということで、これは

揖保川の特徴だと思うのです。 

 それた１点と、もう一つは、もしかすると誤解しているかもしれませんが、どちらかと

いうと、今後しばらく見たときには、むしろ上流地点などは整備的にはほとんど手つかず

だからむしろ優先的にされるというようにすれば、上流の流量とか、そのあたりのランク

からいくと、この５分の１の 47 年が上のほうにくるといったような根拠はないのですか。 

 要するに、揖保川というのは結構面白い川だと思うのは、相当降っているのだけれども、

意外と流量は龍野地点だと高くならないし、逆にそんなに降っていないのに龍野地点がた

っと高いとかいう、これももしかすると継続とかいうのも、統計以外のものが入っている

のかもしれないですが、そのあたりがなぜこうでこぼこしているのか。 

 河川管理者 まず、龍野を基準点として考えているのは、歴史的に決まって

いる部分もあるのですが、わたしは非常によいと思います。つまり、流量を決めるときに

ある程度の川の直線部分というか流量の変動の少ないところだということと、上流域が収

束してくるある程度主要なところで、合流する直後であり、分派する前だというところな

ので、小宅の堰であるとか岩浦の堰とかということも考えると、龍野のあたりに設定して

いるのはちょうどよいと思います。 

 ただし、揖保川というのは南北で非常に長い流域を持っていますので、上流のほうに雨

が集中的に降るのか、下流側に集中するのかで、単に流域平均雨量で見た確率解析だけで

表現してしまうのは乱暴すぎる部分があると思います。多分、今藤田先生はそういう意味

でおっしゃっているのだと思います。ですから、表現によっては、例えば下流のほうは今
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まで整備されてきているので、上流のほうをもう少し対象にしてみるとか、そういうとき

にどうなるのか。この龍野だけに引かせるのではなくて、ほかの部分を見てどれぐらいあ

るのかというのは、表現ぶりとしてはあると思います。ただ、世の中の人に、特に揖保川

の流域の住民の方々にご理解いただくときに、説明のしかたとしてどうやったらいいのか

ということで考えてみたいと思っています。 

 藤田委員長 説明されるということは、逆に言うと理解するということで、

そこのところが何となくまだしっくりしていないように思います。 

 河川管理者 ちなみに、この 47 年の洪水というのは、中流部の山崎地点では

戦後の中で第３位の流量をもたらしているものです。 

 藤田委員長 だから、そういうことが何か表に出てくるデータの中に隠れて

いるのではないかという気がしないではないですね。一方、今言われたように、下流地点

に関してはこれまで整備をしてきた段階でいけば、それなりの蓄積がある。それに対して

上のほうが非常に少ないので、これからはだんだんと上のほうにいく。その上のほうにい

ったときに、今言われたようなことからいくと、山崎地点で３番目ぐらいの大きな洪水で

あれば、それは対象にすべきではないかというのは、一つの説明にはなるのではないかと

思います。ただ、それを龍野地点だけで論じるのか、あるいは雨だけで論じるのかという

ところが、何となく全体としてもしっくりしていないのではないかと思います。 

 道奥委員 同様の意見を田中丸先生からもいただいています。その表の出し方

によっていろいろ理解のしかたが異なるから、その表がそのままそれだけ出ていくのは難

しい話ではないかということです。 

 藤田委員長 そうです。表だけでは雨が５分の１になってしまうのです。 

 もう一つは、今の関連の質問ですが、わたしもこの参考資料を見ておりまして、例えば

流域面積 810ｋｍ２、幹川流路延長、要するに流路延長が 70ｋｍというので、ずっと見て

きて、それともう一つが、例えば静岡県の狩野川が 852ｋｍ２の 46ｋｍとか、豊川が 724

ｋｍ２の 77ｋｍとか、何となく地域的にも、豊岡のほうがもう少し人口集積しているかも

しれないけれども、そういうところでの概算でも予算規模がわかれば、揖保川の 400 億円

というのはリーズナブルだとか、納得できるということが出てくるかもしれません。情報

があるのかどうか知りませんが。 

 進藤委員 僕もそう思うのです。例えば雨量確率の評価は（ニュースレター22

号の）図 14 になりますが、こういうものが出ると、400 億円が図 15 の下の方に保険の契
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約書のように小さい字でぽろっと書いてある。400 億円というのは結構重要なキーワード

なのにあまり説明がない。そういうふうにずっと感じていたのです。前からずっとそれを

疑問に思って質問も出していたのですが、そのあたりがデータを見せられても実感がしな

いわけです。具体的な話とか、先ほどの山崎地点の流量関係のように分かりやすい話で、

だからどうなのかということを言わなかったら流域地域住民の皆さんは納得しないと思い

ます。僕自身もそうです。だから、そのようなことをきっちりと情報を出すということを

進めていければよいのではありませんか。 

 藤田委員長 河川管理者さんのほうから言うべきことかもしれませんが、川

はすべて歴史を持っているので、例えば狩野川などは本当によく氾濫したから、昔から一

生懸命そこに対してお金を投資していた、そういう川であればある程度整備されているか

ら、今度は戦後最大にしてもちょっとした上積みで済むのかもしれないとか、多分そうい

う歴史の問題も少しはあるのではないかという気がします。そういうことを我々は知りた

いということではないかと思います。そうすると納得しますよね。なるほどそうか、戦後

と言っているけれども、もうほとんどここまでできているのだから、これだけで戦後最大

になるのかとか、それはそれなりに納得します。 

 それが、今から一からやりますという川に対して戦後最大の洪水といっても、これは恐

らく国土交通省の河川局のお金を全部入れますよとか言われて、ほかはないのですかとい

う話になる。そういう、これまでの整備の歴史みたいなものも多分入っているから、この

ように一律に表になってしまうと、比較もしにくいということもあります。それらが住民

に対する説明だし、我々自身も知りたいところだと思うのですが、そこは逆に河川管理者

のほうがいろいろと情報を加工して出していただければ分かりやすくなるのではないかと

いう気がします。 

 田原委員 今の話とかなりダブるのですが、恐らくストイックにいけば、フロ

ーで示されたものが以前の資料にあったのですけれども、そういう対象洪水選択論になる

のですが、結局これは、最終的に事業費が決定されて、それを下流での影響が生じていな

いかをチェックした段階でという形になるのですが、実際には恐らく、その説明部分とい

うのは、そういうことも含めて評価したうえで、これで妥当であるという話になっている

とすごく分かりやすいのですが、こちらのほうが本来の意味でストイックで正しいのかも

しれませんが、個人的には、もし今僕が申し上げたような、それをいろいろな意味でちゃ

んと検討したのだという、そういうのが何か一つ箱に入ると非常にすっきりするような感
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じがします。それがあるのかないのかの差ではないかと思います。 

 最後にお金だけ、要するにフロー図の菱形が金だけである。これが本当は正確なのかも

しれませんが、実際には先ほど言われたような上流部の整備が終わっていない中で、上流

部についてはかなり大規模な、そういう今までの災害に対応できるとか、これから基本方

針に即した整備計画を考えていく中でも妥当性がある。そこまではいえないかもしれませ

んが、例えばかりにそういうものが入っているとなるほどと思う。これを選んで、下流の

話だけではなくて、流域全体の整備計画としてこれが妥当であるというものが入ればいい

なと、願望ですけれども、そう思います。 

 新間委員 皆で話し合ったとき、昭和 47 年の洪水はどんな洪水だったかだれも

記憶にないのです。下三方（宍粟市一宮町）が流れたときは何年だったかなとか、神河橋

が流れたときは何年だったかなとか、そういったすごいことがあったら、あれは 51 年だと

か、平成２年だったとか分かるのですが、47 年というのは何があったか、わたしらは何歳

だったかなとか、そこから考えてもだれも思い浮かばないのです。だから、47 年の洪水を

もとにしたらこれぐらいだといっても、実感としてだれも分からないのです。 

 吉田委員 51年だけはよく覚えております。なぜ 51 年を外して 47 年とか記憶

にないことばかり言うのか、それが不思議でしょうがないのです。 

 新間委員 それは、400 億円の枠内と考えたらそうなるのではないかというこ

とですね。 

 吉田委員 本当に怖かった、恐怖に感じたというような年のことを想定してや

ってくれるのがいちばんよいことではないかと思うのですが、記憶にない年のことばかり

「これが一番だ」といっても、先ほど増田さんとも話しましたが・・・。 

 増田委員 わたしの家も 51 年につかりましたね。それは記憶から消えません。 

 進藤委員 51年は、うちのあたりも浸水しました。 

 

 新間委員 あの恐怖は覚えているけれども、47 年はないのですね。 

 道奥委員 具体的な洪水のこれが 47 年と出ているだけに、原体験と距離感があ

るというのは、地元の方にとっては分かりにくい部分があるかもしれませんね。 

 藤田委員長 しかし、そこが今話しました数字の面白いところかなというの

は、51 年というのは上から７番目でしょう。龍野地点だと 2000ｍ３/ｓぐらいしか流れて

いないのです。今計画しているのは 1600ｍ３/ｓ前後でしょう。そんなに大きく変わらない
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のです。でも、吉田さんがいつも言う怖い怖いというのは、あれは違うのですね。 

 吉田委員 庄さんのところは世界的に有名になった。抜け山でね。 

 藤田委員長 だから、ちょっと雨の降り方が違うのでしょうね。そこが実感

の違いになっている。龍野地点でもそんなに流れていないのです。それが不思議というか。 

 吉田委員 測り方がおかしかったのではないか（笑）。龍野地点は支川に逆流

するくらい低いところだから・・・。 

 正田委員 本川はそれほどではなかったのですが、内水被害はひどかったです。

鶏籠山が崩れましたね、小さな川をせき止めて・・・。 

 庄委員 地元の人はなぜ 51 年をほうっておいて 47 年かと言うのですね。 

 吉田委員 抜け山が世界的に有名になったのですから。いっとき、瞬間だけれ

どもダムみたいになったと言いました。そのときに立ち会った人の恐怖話も聞いたりしま

した。 

 河川管理者 途中で割り込んですみませんが、もう一回この画面（降雨パタ

ーンの図）を見ていただきたいのです。いちばん左側が 45 年の８月 21 日、真ん中が 51

年の９月 10 日、右側が 47 年７月 12 日、今皆さんがおっしゃっていたのが真ん中の 51 年

の分です。この図は紫色の部分がよく降っておりますので、下流部のところと、中流部の

ところの、ちょうど山崎のところを中心に非常に強い雨が降っているというものです。こ

のデータは総雨量ですから、時間的な分布までは分かりませんが、結果的に龍野地点につ

いては 51 年は 45 年ほど多くは流れていなかったということです。45 年のほうは、この右

上のほうの紫色の範囲が非常に広いので、ここで降ったものがずっと流出してきて、途中

のものと合わさって、非常に川の流量を上げたのだと思います。 

 47 年は、下流のほうはほとんど降っていないので、恐らく揖保川流域の多くの方も、川

の中をするっと通ってしまっているので、このときに怖かったという印象はほとんどない

と思いますが、上流部のほうでは実際に氾濫をしていたというのはそのとおりです。です

から、雨が何 mm という話だけで一言で片付けにくいというのは、先ほど藤田先生のほうか

らいただいたご指摘もそうだと思いますので、もう少しご理解いただけるような説明のし

かたを工夫してみたいと思います。 

 藤田委員長 かなり個人的に納得し始めているのは、一つは、河川整備は下

流から順番にいきますと言われたように、下流はかなり対策を立てておられる。山崎など

はまだまだ問題があるけれども、いろいろな意味で下流はだいぶ整備が進んできた。そう
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すると、上流のほうが問題があるとすれば、47 年洪水を対象にするのも一つの考え方では

あるなということはだいぶ理解し始めたのです。それはなぜかというと、そういう降雨パ

ターンを見ても違う。それをどこかの地点の流量にしてしまう、あるいは 51 年の実体験の

怖さを言われると、ちょっとそこは分かりにくくなりますが、そういう説明をきっちりし

ていただくと、これからの整備の方針と降雨のパターンがこうであるということとは、少

しは関連がついてくるのではないかという気はしているのです。だいぶ納得し始めている

のです。 

 道奥委員 前回の委員会の管理者さんのご説明によると、今ここでご説明いた

だいたような、雨の降り方が下流に偏っているのと上流に偏ったのと、それから 47 年洪水

との対比でご説明があったと思うのですが、51 年は下流のほうに雨がかなり集中したとい

うことで、47 年は皆さんの記憶から薄れてはいるけれども、河道の入れ物的には、51 年と

それほど危険度が遜色ない洪水だというようなご説明で、規模だけではなく、降雨の時空

間的なバランスというものもその計画の入れていただいていたというように説明をいただ

いたと思います。 

 田原委員 恐らく、実際のやり方が説明できるとすれば、では 51 年にはどうや

って対応するかという話だと思うのです。もう少し長期的な計画を立てる中では、そうい

ったものもかなり念頭に置いてやるのだけれども、今回は 30 年ということもあるし、一つ

の整備の可能性として、30 年間で整備できるという話で言うと、それには入れていないと

いう言い方はしてもいいのでしょうね。 

 吉田委員 よろしいですか。これはあまりくどくど言うと失礼なのですが、51

年は、下流でと言うけれども、上流のほうがよく降っていました。どんな記録があるのか

は知りませんが、「抜け山」といって山が抜けるほど降るといったら、たくさん降らないの

に山など抜けますか。本人がこんなに降ったことはないと言うのですから、それによって

どうこう言うのではありませんが、下で降って上はとか、それはちょっとどうかなと思い

ます。 

 藤田委員長 いや、上も降っています。 

 吉田委員 上もものすごく降っています。あまりそれにこだわりたくはありま

せんが。 

 田中丸委員 確かに上流側の整備が進んでいなくて、下流側はある程度進ん

でいる。だから、ここで比較的上流側に投下されるような計画というのは分からなくもな

 49



いし、先生がその点を重視して納得されようとしているということがあろうかと思うので

すが、わたしが気になっている点で、９月 20 日の委員会に提出された資料が手元にあるの

ですが、ここで、主に中上流でどれぐらいの氾濫になるかという、この対策に対する過去

の幾つかの出水の氾濫シミュレーションの例がありました。これだと、47 年対象では効果

が出ないような計画ですね。床上・床下浸水の戸数を見ると、過去の大きい出水の場合だ

とあまり効果がないという計算結果になってしまっているのです。そうすると 400 億円の

お金が今後 30 年投下されても、やはりそれだけの危険性は残ってしまうのかという、落胆

というか、もっと何とかならないかという感覚は、上中流の方でもお持ちになるのではな

いかという懸念がどうしてもあります。 

 400 億円だからしょうがないと言われたらそうなのかもしれませんが、そのあたりでわ

たしはまだ釈然としないものがあるのです。ここで十分効果が現れて、間違いなく変わり

ましたねということであれば、さすがにほとんど手つかずの上中流部でこれだけ手を入れ

ればすっかり変わりましたねということになるけれども、やはりちょっと出水規模が多く

なるとだめですねというシミュレーションになっているのです。これはあくまでもシミュ

レーションですから、本当にそうなるのかどうか分かりませんが。 

 増田委員 今、下流域の話が出ましたが、右岸の引堤のほうはりっぱにできて

おります。しかし、左岸のほうは全く手がついておりません。難しい左岸は住宅がずらっ

と並んでいます。それに対してどのように、いつからやってくれるのかということを質問

のほうに書いておりますので、できましたら管理者のほうでお答えを願えたらと思います。

網干大橋から西側の下流に向けて引堤が完成しつつありますが、東岸の堤防を拡幅する要

望が地元の住民から出されて 10 年になるが、その後の計画はどうなっているかということ

です。 

 それから網干区の本町橋の仮設工事ですが、これもいつかはやってもらわないことには

いけないことで、両岸の橋脚設定箇所は大体決まっているようですが、なかなか難しい話

を聞いております。そういうことも踏まえて、下流域がとてもよくできたというようには、

一目ではそう思うのですが、片側では全くできていませんので、それを申し上げておきま

す。 

 庶務 失礼いたします。予定した時刻が大幅に過ぎてしまいました。只今、増田委

員がご質問されたものは、かなりボリュームがございますし、恐らく本日の段階で河川管

理者さんはこれに対するお答えを十分に用意されていないと思いますので、次回の委員会
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以降でお答えいただくか、あるいは文章でまとめていただくかということで対応していた

だくということにしたいと思います。今日このまま続きますと、この後かなり時間が伸び

てしまうと思いますので、そういう対応でよろしいでしょうか。 

 そうしましたら、途中で話の腰を折るようで申し訳ありませんが、時間のこともござい

ますので、どうしても今日のうちに、治水に関してこれだけは聞いておきたいということ

がございませんようでしたら終了ということでよろしいでしょうか。 

 河川管理者 一言よろしいですか。先ほどの田中丸先生のお話の中で、効果

が出ていないということの、その効果の考え方なのですが、もしかりに事業を実施するこ

とで得られる経済的な効果というか、例えば浸水面積の減少とか浸水戸数の減少というこ

と、それを最大化するということであれば、確かに今回の計画はそうでないかもしれませ

ん。それ自身は皆さんでご議論していただきたいのですが、逆に、今増田委員からは下流

もまだ不十分だというようなお話もございましたが、どちらかというとこれまで下流を中

心にやってきました。これはその経済的効果を最大限に出すということでやってきました。

その分、上流部には待ってもらってきたという実情があります。ですから、これからも経

済効果のほうを最大限出すというような方針でいくべきか、ある程度ここまで一定の効果

を上げてきたのですから上中流部のほうにも目を向けたほうがいいのではないかという考

え方、これがまさしく今回の大きな議論だと思います。 

 今までの整備で、ある程度下流のほうは安全性のレベルは高まったということで、下流

を整備をしても上流の整備ができていないと、どんな強い雨が降っても上流で氾濫してし

まいますから、今は下流は非常に安全なのです。全部整備ができてしまうと平準化される

ので、逆に言えば、下流の人は自分のところの安全度を下げてでも上流の整備をしていこ

うかという議論ができるかというところで、わたしどもはそろそろそういう転換点にある

のではないかということで提示させていただいているのです。 

 本当に経済的にそうやってやっていくとか、歴史的な経緯を踏まえなければ、それなり

の解は出せると思います。また純粋に科学的に確率計算して出すこともできると思います。

そのあたりを流域委員会の中で、治水という面のときはご議論していただいて、方向性を

提示していただきたいと思っております。 

 田中丸委員 異論はないのですが、前にお出しいただいた資料の中で、今の

案では非常に大きな出水があったときに、上流部でもそんなに浸水戸数が変わらないとい

う話だったと思いますが。 
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 河川管理者 そうです。浸水戸数で評価していません。あえて流下能力とい

うことに対して満たされているかどうか、今までの実績の洪水で流下能力と流量との関係

を見たときにどこが溢れるのかを評価したのであって、溢れたときの経済性の高い順番か

ら並べているわけではないのです。我々が提示したのはそうですから、不足してきた、や

ってこなかった、公平にやってきたのをまだ怠っているところを優先したいという数字を

出しています。 

 田中丸委員 その説明を聞いた当該地区に住んでいる人が納得するかどうか

です。結局、51 年のような降雨があったとした場合、30 年間堤防工事してきたけれども、

結局つかることには変わらないのだなというようなシミュレーション結果だったら、ちょ

っとどうなのかなと思うのですが。 

 河川管理者 いえ、30 年間で 47 年対応の整備をやると、上流部は残地区が

９地区ほど残っていますが、それ以外はほとんどできるということです。ただ、効果、削

減量が、下流部に対するインパクトよりも少ないというのは事実だと思います。 

 田中丸委員 お見せいただいた資料ですと、浸水戸数が１割減るということ

でしたが。 

 河川管理者 そうです。減る数が少ないのはもちろんです。 

 田中丸委員 それがもうちょっと目に見えて減らないものかという感覚を持

っただけで、１割減るから効果があったという言い方もあるでしょうし、５割まで減れば、

確かに目に見えて減ったという見方もあるでしょう。そのあたりは解釈の違いかと思いま

すが、30 年間というと、今まで手つかずのところを整備されたのであれば、もう少し効果

が出てもいいのではないか。そういうことは詳しくないのですが、そのように思いました。 

 河川管理者 流域委員会の皆さんの総意として、それでも苦渋の選択ながら

そういうのをやっていただけるか、やはり 51 年の洪水に対応したような方法で下流のほう

に手厚くして、上流は 30 年以降、40 年、50 年先まで待ってもらうということを選択され

るのか、そのあたりが大きな分かれ目だとわたしは考えています。 

 田中丸委員 わたしはあの資料を見てしまったからああ言っただけで、わた

しが河川管理者だったら、もうちょっと小さい出水のシミュレーション結果を出して、こ

ういう頻度の高い出水だったら、もともと 100 戸浸水した所がゼロになりますという資料

を並べて、いかにも効果のあるような話をしたかもしれません。しかし、ああいう大きな

出水だと結局効果がないという資料を正直にお出しになって、それを見てもうちょっと何
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とかならないかという印象を持ったのです。実はこれは効果がないのではなくて、こうい

う出水なら効果があるのだという納得する資料が出ているかどうかなのだけれども、現時

点ではやはり足りないから、今のような議論になっているのではないでしょうか。 

 河川管理者 いろいろご意見いただいて、説明不足というか、工夫が下手だ

ったので、そのあたりはもう少し改善させていただきたいと思います。 

 庶務 よろしいでしょうか。今日は、本当でしたら傍聴の方からもご質問をいただ

こうと思ったのですが、かなり時間が押していまして、ひとえに庶務の進行がうまくなか

ったということで、申し訳なかったと思います。来週月曜日に委員会がございますので、

できましたらそのときにお願いしたいのですが、どうしても今日この場でお聞きしたいと

いうことがございましたら、お願いいたします。特によろしいでしょうか。 

 それでは、来週の月曜日に第 17 回委員会がございます。今度は山崎の宍粟防災センター

で２月６日の午後１時からとなっております。 

 本日はつたない進行で大変ご迷惑をおかけしましたが、長い時間の質疑応答、特に田中

丸先生と道奥先生には大変感謝しております。ありがとうございました（拍手）。 

 それでは、これにて分科会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 
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